
（平成２４年３月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 24 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 20 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 27 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 16 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 6276 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46年 12月から 47年３月までの期間並び

に同年６月及び同年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年７月から 47年３月まで 

             ② 昭和 47年６月及び同年７月 

昭和 46年７月頃、私はまだ会社に勤務していたが、自宅に私の国民年金

手帳が送付されてきたので、母がそれまで納付していた両親の国民年金保

険料と一緒に、私の保険料を集金人に納付してくれていたと聞いている。 

私が昭和 46 年 12 月に会社を退職後は、家業を手伝うようになり、それ

からは私が当時２か月ごとに店に来ていた集金人に、両親と私の国民年金

保険料を一緒に納付するようになったのに、申立期間①及び②は、両親が

納付済みであり、私だけが未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳を見ると、昭和 46 年８月 31 日に発行され、

同年７月 29 日に、強制加入被保険者の資格を取得していることが確認できる

上、その資格取得日は、申立人の特殊台帳及び申立人の住所地であるＡ市にお

ける国民年金被保険者名簿に記録された資格取得日と一致していることから、

当該年金手帳が発行された当時において、申立期間①及び②は強制加入期間で

あるとともに、申立人の国民年金保険料をその両親の保険料と一緒に集金人に

納付することが可能な期間である。 

また、申立人の両親は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月からそれぞ

れ 60歳期間満了までの国民年金保険料を完納しているほか、申立人は、満 20

歳から 60歳期間満了までの 40年間において、申立期間①及び②以外は保険料

を全て納付していることから、申立人の両親及び申立人の保険料を納付してい

たとするその母親及び申立人の納付意識の高さが認められる。 



さらに、申立期間①及び②は、それぞれ９か月間及び２か月間と短期間であ

るとともに、申立人の国民年金保険料と一緒に納付していたとするその両親の

当該期間における保険料は納付済み(ただし、申立期間②については、父親は

既に 60歳期間満了後の期間)であること、当時、Ａ市においては集金人が２か

月単位で保険料を訪問して徴収していたことが、申立人の所持する領収証書に

より確認できることなどを踏まえると、申立期間①及び②について、店に来て

いた集金人が申立人の両親の保険料を徴収し、申立人の保険料のみを徴収しな

いことは考え難い上、納付意識の高いその母親又は申立人が自身の保険料を両

親の保険料と一緒に集金人に納付しない理由も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和 46年７月から同年 11月までの期間

については、平成 19年８月 10日に厚生年金保険被保険者期間として記録が追

加されていることから、国民年金保険料の納付済期間として記録を訂正するこ

とはできない。 



大阪国民年金 事案 6277 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56年７月から同年９月までの期間及び 60

年７月から 61 年３月までの期間の付加保険料を含む国民年金保険料について

は、納付していたものと認められるとともに、58年４月から同年 12月までの

付加保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年７月から同年９月まで 

② 昭和 58年４月から 59年３月まで 

③ 昭和 59年７月から 60年３月まで 

④ 昭和 60年７月から 61年３月まで 

⑤ 平成４年 10月から５年３月まで 

昭和 52 年 11 月に結婚後、前夫が私の国民年金の加入手続と同時に付加

年金にも加入し、付加保険料と一緒に国民年金保険料をきっちり納付してく

れていたのに、申立期間②及び③は定額保険料の納付記録しかなく、付加保

険料の納付記録が欠落しているのはおかしい。 

また、結婚後かなり年数が経過した頃、前夫が勤務先の総務から呼び出

され、私の年金が未納になっている点を注意されたとし、前夫から「全部支

払ってきた。」と告げられたことを記憶している。申立期間①及び④は定額

保険料及び付加保険料ともに未納とされていることは納得できない。 

その後、私は前夫との離婚に伴い、国民年金保険料を納付する余裕がな

かったことから、申立期間⑤は私自身が免除申請を行った。私の留守中は、

姉に預金通帳、印鑑等を預けて郵便物の対応なども依頼していた。 

その姉が申立期間⑤の国民年金保険料を私の留守中に納付してくれた領

収証書が最近になって見つかったが、私に当該保険料を還付してもらった記

憶がないので、申立期間⑤を納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



定額保険料及び付加保険料ともに未納とされている申立期間①及び④につ

いて、申立人は結婚後の昭和 53 年４月 11 日に、国民年金に任意加入すると

同時に付加年金に加入している上、これ以降、申立人が 61年４月１日に第３

号被保険者の資格を取得するまでの８年間において、未納とされている期間

は申立期間①及び④のみであることから、申立人の国民年金保険料を納付し

てくれていたとするその前夫の年金制度に対する関心の高さ及び納付意識の

高さが認められる。 

また、申立期間①は３か月間と短期間であり、前後の期間は付加保険料を含

めて現年度により納付済みであることから、途中の当該期間のみを同様に付

加保険料を含めて納付しない理由は見当たらない。 

さらに、申立期間④直後の申立人の第３号被保険者の該当処理日から、適時

に当該切替手続が行われたことがうかがえる上、申立期間④直前の年度当初

である昭和 60年４月から同年６月までの国民年金保険料については、付加保

険料を含めて現年度納付しており、ほかに付加年金の喪失手続が行われた事

跡も見当たらないことなどを踏まえると、納付意識の高い申立人の前夫が９

か月間と短期間である申立期間④の保険料について、付加保険料を含めて現

年度納付していたものと考えても不自然ではない。 

次に、付加保険料のみが未納とされている申立期間②及び③についてみると、

申立期間②のうち、昭和 58 年４月から同年 12 月までの期間は、申立人の特

殊台帳及びオンライン記録では、国民年金保険料を現年度納付していること

が確認できる上、申立人の当時の住所地であるＡ市においても、定額保険料

と付加保険料は、納付書にその合計金額を記載して発行していたと回答して

いることから、申立人の前夫が当該期間の保険料を定額保険料のみを納付し、

付加保険料を納付しないことは考え難い。 

しかしながら、申立期間②のうち、昭和 59 年１月から同年３月までの期間

及び申立期間③については、いずれも現年度保険料の納付期限後に国民年金

保険料を過年度納付していることが、申立人の特殊台帳及びオンライン記録

により確認でき、納付期限を過ぎた付加保険料は、制度上、納付することが

できないものとされている。 

最後に、申立期間⑤について、免除期間に対して国民年金保険料を納付する

ためには、基本的に追納申請書を提出し、承認を得た上で別途社会保険事務

所(当時)の国庫金納付書を使用して、追納する取扱いとされている。 

そこで、申立人のオンライン記録を見ると、平成４年 10月 16日に申立人の

免除申請が行われ、申立期間⑤を免除承認したことが記録されているが、申

立人から提出のあったその姉が納付してくれたとする領収証書は、社会保険

事務所の国庫金納付書で追納したものではなく、申立人の転居後の住所地で

あるＢ市が発行した納付書により、当該免除期間の国民年金保険料を５年３

月３日に一括して現年度納付したものであることが確認できるところ、納付



された当該保険料については、過誤納付が発生したとして同年６月 16日付け

で還付決議が行われたことが詳細に記録されていることから、これら一連の

記録自体に、取扱い上、特段不自然な点は認められない。 

また、申立人は、納付した申立期間⑤の上記国民年金保険料を還付してもら

った記憶がないと申し立てているが、当該保険料相当額については、平成６

年３月４日付けで還付通知と同時に、申立人又は当時申立人の預金通帳を預

かっていたとするその姉しか知り得ない申立人の預金口座に振り込まれたこ

とが、申立人のオンライン記録により具体的に確認できる。この場合、申立

人又はその姉が、当該保険料について還付を受ける意思を有して、申立人の

振込先金融機関及び口座番号等を記載した還付請求書を事前に提出していた

とみるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 56年７月から同年９月までの期間及び 60年７月から 61年３月までの期間

の付加保険料を含む国民年金保険料を納付していたものと認められるととも

に、58年４月から同年 12月までの付加保険料を納付していたものと認められ

る。 



大阪国民年金  事案 6278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年７月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 59年３月まで 

昭和 49年６月まで勤めていた会社を退社後、妻が、私に代わって国民年

金の加入手続を行い、同年７月から 63年３月まで、夫婦二人分の国民年金

保険料を一緒に納付してきた。 

ところが、年金記録では、申立期間が未納期間とされており、納得できな

いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続を行って以降、国民年金の加入期間について、

申立期間を除き国民年金保険料を全て納付している。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その妻が夫婦二人分

をいつも一緒に納付していたと主張しているところ、申立人が所持する昭和

58年分及び 59年分の確定申告書（控）の社会保険料控除欄によると、申立期

間を含む当該期間について、おおむね夫婦二人分の保険料が控除されているこ

とが確認でき、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 6279 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50年１月から同年３月までの期間、51年

７月から52年３月までの期間及び54年１月から同年３月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年３月から 48年３月まで 

             ② 昭和 50年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 51年７月から 52年３月まで 

             ④ 昭和 54年１月から同年３月まで 

昭和 46年３月頃に、母が私の国民年金の加入手続を行い、保険料につい

ても母が納付してくれていた。母が保険料を納付した際に持ち帰ってきた領

収証書を、私が年金手帳に貼付していたことを覚えている。 

また、私が昭和 48年９月に結婚してからは、母から国民年金保険料を自

身で納付するように言われたので、送付されてきた納付書で自宅近くの銀行

で納付していたことが多かった。 

結婚後は生活が苦しく、期限内に国民年金保険料を納付できないことも

あったが、その時は後でこの期間を納付して下さいというような通知が来た

ので、夫の分が納付できない場合も、自身の分については必ず納付していた。 

昭和 58年に会社を退職後、国民年金の再加入手続の際に、区役所の職員

から、厚生年金保険と国民年金の手帳は一本化されたので、国民年金の手帳

は処分してよいと言われたので、領収証書を貼付していた年金手帳は処分し

てしまったが、母が納付してくれていた結婚前の申立期間①並びに私が納付

した結婚後の申立期間②、③及び④の国民年金保険料が未納とされているこ

とは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②、③及び④について、国民年金手帳記号番号払出簿及び特殊台帳



を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ市Ｂ区において昭和 46 年３

月６日を国民年金被保険者資格の取得日として、48 年 11 月 12 日に払い出さ

れており、この手帳記号番号の払出時期からみて、当該各期間の国民年金保険

料を納付することは可能である上、同年４月以降の国民年金被保険者期間につ

いて、当該各期間を除き保険料を全て納付している。 

また、申立人は、昭和 48 年９月に結婚してからは、自身で国民年金保険料

を納付していたが、生活が苦しく、期限内に保険料を納付できないこともあっ

たが、その時は、後でこの期間の保険料の納付を求める通知を受け、必ず納付

していたと申し立てている。 

そこで、特殊台帳を見ると、申立人は昭和 52年４月から 53年３月までの期

間、56年１月から同年３月までの期間及び 57年１月から同年３月までの期間

の国民年金保険料については、納付催告を受けて過年度納付していることが確

認できる上、51 年１月から同年３月までの保険料については、納付催告を受

けたことを示す催告印は確認できないものの、過年度納付していることが確認

でき、申立内容を裏付けるとともに、申立人の未納解消の努力がうかがえる。 

さらに、申立期間②、③及び④は、３か月、９か月及び３か月といずれも短

期間であり、前後の期間の国民年金保険料は納付済みであることを踏まえると、

当該期間の保険料についても、納付していたと考えても不自然ではない。 

一方、申立期間①については、上記のとおり、申立人の国民年金手帳記号番

号は、昭和 48年 11 月 12日に払い出されており、申立ての加入時期とは符合

しない上、この手帳記号番号の払出時期からみて、当該期間の国民年金保険料

は過年度保険料となるものの、申立人は、国民年金の加入手続及び当該期間の

保険料納付に直接関与しておらず、これらを行ったとする申立人の母親は既に

他界しており、具体的な納付状況は不明である。 

また、申立人は、申立期間①の国民年金保険料について、その母親が納付し

た際に持ち帰った領収証書を、年金手帳に貼付していたと陳述しているものの、

当該期間のＡ市における現年度保険料の収納方法は、国民年金手帳への印紙検

認方式が通例であり、制度と符合しない。 

加えて、申立期間①の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たほか、当時の住所地等における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行

ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も

見当たらず、申立人から、当該期間の保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうと

したが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 50 年１月から同年３月までの期間、51 年７月から 52 年３月までの期間及

び 54 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



大阪厚生年金 事案 13136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 29 年３月８日から同年５月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本店における資格取得日に

係る記録を同年３月８日に、資格喪失日に係る記録を同年５月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年９月１日から 29年３月８日まで 

             ② 昭和 29年３月８日から同年５月１日まで 

③ 昭和 29年５月１日から 32年２月 12日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社本店（申立

期間①）及び同社Ｃ支店（申立期間③）における厚生年金保険の加入期間が、

脱退手当金支給済みとの回答を受けた。しかし、脱退手当金を請求した記憶

はなく、受給していない。 

また、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間②の加入記録が無いとも回答

を受けた。当該期間は、同社本店から同社Ｃ支店へ異動した時期であり、継

続して同社に勤務していた。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、複数の元従業員の陳述及び申立人と同時期にＡ社

本店から同社Ｃ支店へ異動した複数の元従業員の被保険者記録から判断す

ると、申立人は申立期間も同社に継続して勤務し（昭和 29 年５月１日にＡ

社本店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭



和 29 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は資料がなく不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間①及び③については、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請

求した記憶はなく、受給していないと申し立てている。 

しかしながら、申立人のＡ社本店に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧

台帳）を見ると、保険給付欄に脱退手当金支給の記載が有り、その資格期

間、平均標準報酬月額及び支給金額はオンライン記録と一致している。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りはなく、申

立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約５か月後の昭和

32年７月 15日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

さらに、支給決定当時は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年

金保険被保険者期間がなければ年金は受給できなかったのであるから、申

立期間③の事業所を退職後、厚生年金保険の被保険者資格を取得していな

い申立人が、脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13137 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 63年 10月１日から平成元年 10月１日まで 

ねんきん定期便により、Ａ社にＢ職として勤務した期間のうち、申立期

間の標準報酬月額が、実際に受け取っていた給与額より低く記録されてい

ることが分かった。 

給料明細書を提出するので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は 17 万円

と記録されている。 

しかし、申立人提出の給料明細書を見ると、申立人は、標準報酬月額 47 万

円に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが確

認できる。 

また、Ａ社が加入していたＣ厚生年金基金の加入員台帳では、申立人の厚生

年金基金における申立期間の標準報酬月額は 47万円と記録されている。 

さらに、Ａ社及びＣ厚生年金基金は、申立期間当時の報酬月額等に係る届出

書について、「複写式の用紙であり、社会保険事務所へは基金を通じて提出し

ていた。」としていることから、同厚生年金基金に提出されたものと同一のも

のが社会保険事務所に届け出られていたと考えられる。 

加えて、当該厚生年金基金の記録が事後訂正された形跡は認められない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、事

業主は、申立人の申立期間における標準報酬月額について、当該厚生年金基金

の記録と同額の 47 万円の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認めら

れることから、申立期間の標準報酬月額を 47 万円に訂正することが必要であ

る。



大阪厚生年金 事案 13138 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、

平成８年 10月から９年９月までを 18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から９年 10月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社Ｂ営業所

（現在は、Ａ社Ｃ事業部）に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額

が、同社が交付した「社会保険標準報酬月額決定通知」に記載されている標

準報酬月額（18 万円）より低く記録されていることが分かった。私の給与

額は、定年後の平成８年４月からは大幅に下がったと記憶しているが、申立

期間に係る標準報酬月額については、当該決定通知の記載どおりに取り扱わ

れているものと思っていた。 

当該決定通知を提出するので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間のうち、平成８年 10月１日から９年 10月１日までの期間について

は、申立人提出の「社会保険標準報酬月額決定通知（平成８年 10 月より）」を

見ると、８年 10月以降の期間に係る標準報酬月額について 18万円と記載され

ており、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額も明記されていることが



確認できる。 

また、Ａ社の元従業員が所持する給与明細書における給与支給額及び保険料

控除額に見合う標準報酬月額は、当該元従業員に係るオンライン記録の標準報

酬月額を上回っていることが確認できる。 

さらに、上記の元従業員が所持する給与明細書と同明細書に対応する「社会

保険標準報酬月額決定通知」を比較すると、同明細書の給与支給額及び厚生年

金保険料控除額は、同決定通知に記載されている標準報酬月額及び厚生年金保

険料額と符合することが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間において、上記決定通知の

記載どおりに、標準報酬月額 18 万円に見合う給与を支給され、当該標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認められることから、平成８年 10 月から９年９月までの標準報酬月額を 18

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、当該事業所が加入しているＤ健康保険組合におけ

る標準報酬月額の記録が、当該期間に係るオンライン記録と一致しており、健

康保険組合及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って同じ標準報酬月額を記

録したとは考え難いことから、社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主か

ら行われ、その結果、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成８年４月１日から同年 10 月１日までの期間に

ついては、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、

同年４月１日の随時改定により、44万円から 11万円に引き下げられていると

ころ、Ａ社Ｃ事業部は、「申立期間当時の関係資料は保管していない。」として

おり、当該期間に係る給与支給額及び保険料控除額を確認することができない。 

また、オンライン記録において、申立人に係る標準報酬月額の記録に遡及訂

正等の不自然な点は見当たらない。 

なお、申立人は、「社会保険標準報酬月額決定通知（平成７年 10 月より）」

を所持しているところ、上記のとおり、申立人の標準報酬月額は平成８年４月

１日に随時改定が行われていることから、同決定通知記載の標準報酬月額及び

保険料額は、同日より前の期間に対するものであったと考えられる。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13139 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が平成２

年９月 10日、資格喪失日が５年７月１日とされ、当該期間のうち、同年６月

30日から同年７月１日までの期間は厚生年金保険法第 75条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とはならない期間と記録されている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社におけ

る資格喪失日に係る記録を同年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

32万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月 30日から同年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、同

社から関連会社であったＣ社に転籍した時期であり、継続して勤務していた

ので、事業主が訂正の届出を行ったが、時効により年金額には反映されない

と聞いた。 

申立期間も厚生年金保険被保険者期間として年金額に反映されるように

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、Ａ社に平成５年６月 30 日まで継続し

て勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社は、「申立人は、厚生年金保険の空白期間も当社で勤務しており、

平成５年６月の厚生年金保険料も申立人の給与から控除している。」旨回答し

ている。 



これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成５年

５月の社会保険事務所(当時)の記録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所に対し誤って提

出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認め

ていることから、事業主が平成５年６月 30 日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。



大阪厚生年金  事案 13140 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額

に係る記録を 53万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年 10月１日から６年８月 21日まで 

「厚生年金加入記録のお知らせ」により、Ａ社に勤務していた期間のうち、

申立期間の標準報酬月額が実際に支給された給与よりも低く記録されてい

ることが分かった。申立期間の標準報酬月額を実際の給与支給額に見合う額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間のうち、平成３年 10 月１日から５年１

月１日までの期間に係る申立人の標準報酬月額は、当初 53 万円と記録されて

いたところ、同年５月 13 日付けで、３年 10 月１日に遡って 20万円に引き下

げられていることが確認できる。 

また、申立期間のうち、平成５年１月１日から６年８月 21 日までの期間に

係る標準報酬月額についても、53 万円と記録されていたところ、同年４月 28

日付けで、５年１月１日に遡って９万 8,000円に引き下げられていることが確

認できる。 

さらに、オンライン記録によると、申立期間のＡ社における被保険者のうち、

申立人以外にも３人の標準報酬月額が、遡及期間は異なるものの申立人と同日

付けの処理によって、１度又は２度にわたり、申立人と同額の標準報酬月額に

遡及して引き下げられていることが確認できる。 

加えて、申立人は、申立期間当時のＡ社の経営状況について、「業績は悪く

なっていったと思う。」と陳述しており、複数の元従業員も、「（Ａ社は、）申立

期間当時、社会保険料を滞納していた。」と陳述しているところ、同社に係る

不納欠損整理簿によると、滞納社会保険料が、平成 12年９月 27日に不納欠損



処理されていることが確認できる。 

また、申立人の預金記録を見ると、Ａ社から申立人に対して、申立期間中、

毎月ほぼ月末に43万円から67万円程度までの振込みが行われていることが確

認できることから、前述の減額処理が事実に即したものであったとは考え難い。 

一方、商業登記の記録によると、申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役で

あったことが確認できるが、申立人は、「Ｂ業務関係の取締役であり、社会保

険事務には全く関与していなかった。」と陳述しており、複数の元従業員も、

「申立人は社会保険事務には関与していなかった。」と陳述している。 

これらの事実を総合的に判断すると、上記遡及減額訂正処理は事実に即した

ものとは考え難く、申立人について平成３年 10 月１日及び５年１月１日に、

それぞれ遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由は見当たらない

ことから、申立期間について標準報酬月額に係る有効な記録の訂正があったと

は認められない。したがって、申立期間に係る標準報酬月額については、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た 53万円に訂正することが必要である。



大阪厚生年金  事案 13141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48年４月１日から同年８月１日までの期

間について、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務し、Ｃ共済組合の組合員であった

ことが認められることから、申立人の同共済組合員としての資格取得日に係

る記録を同年４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年８月１日に訂正する

ことが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、14 万 518 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月１日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答があった。しかし、私は高等学校卒業後、

昭和 48年４月１日にＡ社で正職員として就職しており、入社後は、４か月

間の研修期間を経て、同年８月１日にＤ店に配属され、同年９月末まで継

続して勤務していた。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の高等学校卒業生名簿の記録及び申立人と同じ高等学校を卒業

した同級生で、Ａ社に同職種で同期入社したとする元同僚の陳述から判断する

と、申立人は、昭和 48 年４月１日（申立期間の始期）に同社へ入社したと認

められ、当該同僚が、入社当初からＣ共済組合の組合員として記録されている

ことを踏まえると、申立人についても、入社当初から同共済組合の組合員とし

て取り扱われていたと考えるのが自然である。 

また、当該同僚は、「私自身は、Ａ社に入社した後、昭和 48年７月頃から４

か月間の研修を受講した。この研修の受講者は多数いて、グループごとに順番

に受講していたため、申立人とは受講時期が異なっていた。」旨陳述しており、

同人が記憶する当該研修に係る期間、場所及び内容等は、申立人の陳述と符合



する。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月

１日から同年８月１日までの期間について、Ｃ共済組合の組合員であったと認

められ、当該共済組合員であった期間は、平成９年４月１日から厚生年金保険

法等の一部を改正する法律（平成８年法律第 82 号）附則第５条の規定により

厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされることから、申立人のＣ共済

組合員としての資格取得日に係る記録を昭和 48 年４月１日に、資格喪失日に

係る記録を同年８月１日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、上述の申立人の入社時期及び従

事していたとする業務内容等を踏まえ、国家公務員等共済組合法等の一部を改

正する法律（昭和 60 年法律第 105 号）附則第９条の規定から判断すると、14

万 518円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 48年８月１日から同年 10月１日までの期間に

ついては、申立人は、Ａ社のＤ店で勤務していたと申し立てているが、同店の

上司及び同僚の氏名を記憶しておらず、申立人の家族及び友人等からも、申立

人の退職時期がうかがえるような陳述は得られない上、前述の同僚も、「申立

人の退職時期は分からない。」と陳述しており、これらの者から申立人の当該

期間における勤務の状況を確認することはできない。 

また、Ｃ共済組合の存続組合であるＥ企業年金基金は、「申立人に係る記録

は確認できない。」旨回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間において、申立人がＣ共済組合の組合員であったことを認めることはで

きない。 



大阪厚生年金 事案 13142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45年１月 22日から同年７月 26日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年１月

22日に、資格喪失日に係る記録を同年７月 26日に訂正し、当該期間の標準報

酬月額を、同年１月から同年５月までは４万 2,000円、同年６月は４万 5,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 56年９月１日から同年 10月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を同年９

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 14 万 2,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月から同年８月１日まで 

           ② 昭和 48年８月 29日から同年９月１日まで 

           ③ 昭和 56年９月１日から同年 10月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間①の加入記録、Ｃ社に勤務した期間のうち、申立期間②の加入記録

及びＢ社に勤務した期間のうち、申立期間③の加入記録が無いとの回答をも

らった。各申立期間の給与支給明細書を提出するので、申立期間に厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 45年１月 22日から同年７月 26日までの期間に



ついて、申立人提出の給与支給明細書及び事業主等の陳述から判断すると、

申立人は、当該期間にＡ社で勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人提出の給与支給明細書

で確認できる総支給額又は厚生年金保険料控除額から、昭和 45 年１月から

同年５月までは４万 2,000円、同年６月は４万 5,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立期間当時の資料が無いため不明であるとしているものの、Ａ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に健康保険整理番号の欠番が

見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失わ

れたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者の資格取

得届が提出された場合には、その後、資格喪失届も提出する機会があったこ

ととなるが、いずれの機会においても、社会保険事務所が当該届出を記録し

ないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

45 年１月から同年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

一方、申立期間のうち、昭和 45 年７月 26 日から同年８月１日までの期

間については、Ａ社の給与締め日は給与支給明細書の出勤日数欄の記載内容

から毎月 25日と考えられるところ、同年８月分の給与支給明細書が無い上、

同社は、申立期間当時の関係資料を保存していないと回答していることから、

申立人の当該期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認すること

ができない。 

なお、申立人提出の給与支給明細書のうち、支給対象者名の無い明細書

については、支給年月の記載が無いこと、並びに本給及び厚生年金保険料の

額が他の明細書で確認できる推移と符合しないこと等から、これを昭和 45

年８月分の明細書であるとは認め難い。 

このほか、申立人の当該期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③について、雇用保険の加入記録及び申立人提出の給与支給明細

書から、申立人が申立期間もＢ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の給与支給明細書で確認



できる厚生年金保険料控除額から、14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立期間当時の資料が無いため不明であるとしているものの、Ｄ

厚生年金基金の記録における資格取得日が、社会保険事務所の記録における

資格取得日と同日となっており、厚生年金基金及び社会保険事務所の双方が

誤って同じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 56

年 10 月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年９月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

３ 申立期間②については、申立人は、申立期間もＣ社に勤務し、厚生年金保

険に加入していたと申し立てているところ、申立人提出の給与支給明細書に

より、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことが確認

できる。 

しかし、雇用保険の加入記録で確認できる申立人のＣ社における離職日は、

昭和 48年８月 28日であり、オンライン記録における資格喪失日と符合して

いる。 

また、Ｃ社が加入しているＥ厚生年金基金及びＦ健康保険組合の記録を見

ても、申立人の加入員資格の喪失日は昭和 48年８月 29日であり、オンライ

ン記録と一致している。 

さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間に被保険者記録の有る元従業員に照会し、４人から回答を得たが、申立人

が申立期間も継続して同社に勤務していたことをうかがわせる陳述は得ら

れなかった。 

一方、厚生年金保険法では、第 19条において、「被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を

喪失した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第 14

条においては、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌

日とされていることから、申立人の資格喪失日は、昭和 48年８月 29日であ

り、申立人の主張する同年８月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったと認めること

はできない。 



大阪厚生年金 事案 13143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を昭和 56年２月１日に訂正し、同年１月の標準報酬月額を 15万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年１月 31日から同年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

私が所持するＡ社の給与明細書を見ると、厚生年金保険料が申立期間も含

め４回控除されているので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人提出の給与明細書及び同僚の陳述から、申立人

は申立期間においてＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の報酬月額及び保険

料控除額から 15万円とすることが妥当である。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録に

よると、同社は昭和 56年１月 31日付けで厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、申立期間は適用事業所ではない。しかし、ⅰ）同被保険者名簿に

よると、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日において、申立人を

含む被保険者が５人確認でき、そのうち、当時の代表取締役を除く４人につい

ては、申立期間を含む同年２月 20 日まで継続して雇用保険の被保険者記録が

あること、ⅱ）申立人及び同僚の陳述から、申立期間当時も７人ないし８人か



ら 10 人程度までの従業員が継続して勤務していたと推認されること、ⅲ）同

社に係る商業登記簿謄本から、同社は平成元年 12 月＊日付けで解散登記され

ていることなどから、同社は、申立期間において、当時の厚生年金保険法に定

める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所（当時）に

適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人に係る昭和 56

年１月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料を納付する義務を履行していないものと認められる。 



大阪厚生年金  事案 13144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成７年４月から

同年７月までは 47万円、同年８月から 10年 12月までは 59万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から 11年１月 26日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の支給額と比べて

大幅に相違していることが分かった。申立期間の給与支給明細書を提出する

ので、給与支給額に見合った正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額については、申立人が提出した平成７年７月から 10

年11月までの期間に係る給与支給明細書並びに７年分から10年分の源泉徴収

票において確認できる報酬月額及び厚生年金保険料の控除額から判断すると、

申立人は、当該期間において、オンライン記録上の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料より多い保険料を給与から控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成７年

４月から同年７月までは 47万円、同年８月から 10年 12月までは 59万円とす

ることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該事業所が既に適用事業所ではなくなっている上、元事業主から回答が得られ

ないため不明であるものの、申立人の給与支給明細書から確認できる報酬月額

又は保険料控除額に相当する標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額

が申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、申立人につ

いて、社会保険事務所の記録どおりの報酬月額を届け、その結果、社会保険事

務所は、上述のとおり認定した申立人に係る標準報酬月額に相当する保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 13145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 40 年１

月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者

の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、２万 8,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 39年５月 25日から 40年１月１日まで 

             ② 昭和 43年８月 29日から 44年２月１日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、

Ａ社(後にＢ社に名称変更)に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無

いとの回答を受けた。 

しかし、私は、昭和 36年 10月から 44年１月末まで一度も退職すること

なく、継続してＡ社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、複数の同僚の陳述から、申立人は申立期間も継続して

Ａ社に勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 39年５月 25日に厚生年金保

険の適用事業所ではなくなっており、同日に申立人を含む 16 人全員が被保険

者資格を喪失していることが確認できるところ、同社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿を見ると、当該処理は 40年４月 28日に届出を受け付け、同

年５月１日付けで 39年５月 25日に遡及して行われていることが確認できる。 

また、前述の被保険者名簿によると、Ａ社は昭和 40 年６月１日に再び厚生

年金保険の適用事業所となっており、同日付けで 39年５月 25日に資格を喪失

した 16 人のうち申立人を含む 11 人が被保険者資格を再取得していたところ、

当該適用事業所となった日及び資格取得日は、40 年 12 月 23 日付けで、同年



１月１日に遡及して訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人及び申立人と同様の記録となっている複数の同僚は、「申立

期間も事業は継続しており、従業員は皆、通常どおり勤務していた。Ａ社が適

用事業所でなくなったことは、従業員には知らされていなかった。」旨陳述し

ていること及び当該複数の同僚に係る被保険者記録の状況から、Ａ社は、申立

期間においても、適用事業所としての要件を満たしていたと認められ、社会保

険事務所において、遡及して適用事業所ではなくなったとする処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 39年５月 25日に資格

を喪失した旨の処理を行う合理的な理由はなく、当該喪失処理に係る記録は有

効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、Ｂ社における資

格取得日である 40年１月１日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年４月の社会保険事務所の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

申立期間②について、複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期

間もＢ社に継続して勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立期間

前に被保険者記録のある元従業員 45人のうち、37人が申立人と同日の昭和 43

年８月 29 日に被保険者資格を喪失していることが確認できるところ、これら

37 人のうち聴取できた複数の同僚からは、申立人の申立期間における厚生年

金保険料控除をうかがわせる陳述を得ることはできない。 

また、Ｂ社は、昭和 54 年３月 11日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、申立期間当時の事業主及び事務担当者も既に死亡している上、同社

の元役員で事業主の妻は、「自身は会社の経営及び社会保険事務には一切関与

していないため、何も分からない。」旨回答していることから、申立人の申立

期間における保険料控除について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る保険料控除を確認できる関連資料はな

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36年 12 月 30日から 37年５月 24日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における被保険者記録のうち、当該期間に

係る資格喪失日（昭和 36 年 12 月 30 日）及び資格取得日（昭和 37 年５月 24

日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を２万 2,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年４月から 32年９月まで 

             ② 昭和 32年 10月から 34年１月 10日まで 

             ③ 昭和 36年 12月 30日から 37年５月 24日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の加

入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間①は、Ｂ社Ｃ支店（現在は、Ｄ社）に勤務しており、会社から

受け取った健康保険被保険者証を使って受診したこともあるのに、同社Ｃ

支店における被保険者記録が無い。 

申立期間②については、Ｂ社Ｃ支店を退職した直後の昭和 32年 10月に、

親戚
しんせき

の紹介でＥ社に入社し、同事業所が廃業した 34年１月まで住み込みで

勤務していた。事業主からも、厚生年金保険を掛けていると聞いていたの

に、同事業所における被保険者記録が無い。 

申立期間③については、Ａ社では長期休職することもなく継続して勤務

していたのに、昭和 36 年 12 月 30 日に一旦、資格を喪失し、37 年５月 24

日に被保険者資格を再取得したこととなっており、申立期間の被保険者記

録が空白となっている。 

調査の上、申立期間に厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 



第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③について、申立人は、オンライン記録では、Ａ社において昭和

35年３月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、36年 12月 30日に資

格を喪失後、37年５月 24日に同社において資格を再取得しており、申立期

間の被保険者記録が無い。 

しかし、同僚及び申立期間当時の事業主の子の陳述から判断して、申立

人が申立期間もＡ社に継続して勤務していたことが推認できる。 

また、申立人は、「Ａ社では、正社員としてＦ業務に従事していた。申立

期間における業務内容及び勤務形態に変更はなく、ずっと住み込みで勤務

していた。」と陳述しているところ、前述の同僚及び事業主の子も、申立人

について同様の陳述をしている。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所と

なった日（昭和 35 年３月１日）から適用事業所でなくなった日（昭和 37

年９月 25 日）までの期間に被保険者資格を取得した者全 77 人（申立人を

含む。）のうち、被保険者記録が途中で空白となっている者は申立人のほか

１人だけであり、残りの 75人については被保険者記録が途切れることなく

継続している。 

加えて、前述の同僚は、「事業主の方針により、従業員は全員厚生年金保

険に加入していたと思う。」と陳述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

37 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間当時

の事業主も死亡しているため、これらの者に確認することはできないが、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されてい

ないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこ

とから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届

出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 36年 12

月から 37年４月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間①について、同僚の陳述から判断して期間は特定できないものの、

申立人が申立期間当時にＢ社Ｃ支店で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｄ社は、「申立期間当時の関係資料は廃棄済みのため、申立人

の保険料控除等の状況は不明である。」としている。 



また、申立人は、自身と同じ業務に従事していたとする同僚一人の氏名

を挙げているが、Ｂ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ても、当該同僚の被保険者記録は確認できない。 

さらに、申立人が自身より先に入社し事務を担当していたとする同僚に

ついては、被保険者資格の取得日が申立期間の終期に近い昭和 32年６月 25

日となっており、当該同僚は、「私のＢ社Ｃ支店での資格取得日は昭和 32

年６月 25 日となっているが、入社したのは高校卒業直後の 30 年４月であ

る。」と陳述している。 

これらのことから、申立期間当時、Ｂ社Ｃ支店では、必ずしも全ての従

業員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

加えて、上記被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠

番はなく、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

なお、申立人は、Ｂ社Ｃ支店から受け取った健康保険被保険者証を使っ

て受診したとするＦ市の医院の名称を挙げているが、Ｇ組織によると、当

該医院は既に廃業しているため、申立人が当時使用したとする同被保険者

証の種類を確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①に係る保険料控除を確認できる関連資料

はなく、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間②について、同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間にＥ社

で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｅ社は昭和 34 年１月 10 日に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、申立期間当時の事業主も連絡先不明のため、これらの者か

ら申立人の申立期間における保険料控除等の状況を確認することができな

い。 

また、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間に被保険者記録が確認できる複数の者に照会したが、申立人の申立期間

における保険料控除をうかがわせる回答は得られなかった。 

さらに、上記被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠

番はなく、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る保険料控除を確認できる関連資料

はなく、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13147 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成 11年６月１日から 14年 10月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、11 年６月

から 13年９月までは 50万円、同年 10月から 14年９月までは 20 万円であっ

たことが認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録を

訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成 13年 10月１日から 18年２月 22日までの期間

（平成 13年 10月１日から 14年 10月１日までの期間は、上記訂正後の期間）

について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を、13年 10月から 17年１月までは 50万円、同年２月

から 18年１月までは 44万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年６月１日から 18年２月 22日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与額より

も低く記録されていることが、ねんきん定期便により分かった。申立期間当

時の給与額は 45万円から 50万円までであり、この額に見合う保険料控除が

源泉徴収票等で確認できるので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間のうち、平成 11 年６月１日から 13 年

10月１日までの期間に係る標準報酬月額は、当初、申立人の主張する 50万円

と記録されていたところ、同年５月10日付けで20万円に引き下げられている。 

また、その後の平成 14年４月 12日付けでも、20万円と記録されていた 12

年４月１日から 14年 10月１日までの期間に係る標準報酬月額が、９万 8,000



円に引き下げられている。 

しかし、申立人提出の源泉徴収票等から、申立人の当時の給与額及び保険料

控除額は、いずれも標準報酬月額 50 万円に相当する額であることが確認でき

る。 

また、申立人のほかにも、事業主の標準報酬月額が、申立人と同日付けで遡

って引き下げられており、事業主は、「当時、厚生年金保険料を滞納していた

ので、私が社会保険事務所と相談して、私と申立人の標準報酬月額を引き下げ

た。」と陳述している。 

さらに、申立人はＡ社の役員であったことが商業登記の記録から確認できる

ものの、複数の同僚は、「申立人は、肩書は取締役専務であったが名ばかりで、

実際の経営については事業主が一人で行っていた。」と陳述しており、ほかに

申立人が標準報酬月額の遡及訂正に関与していた事情も見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、平成 13年５月 10日及び 14年４月 12日付け

で行われた２回の遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人の標

準報酬月額を11年６月１日及び12年４月１日に遡って引き下げる処理を行う

合理的な理由は見当たらず、有効な記録の訂正があったとは認められないこと

から、申立人の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準

報酬月額の記録から、申立期間のうち、11 年６月から 13 年９月までは 50 万

円、同年 10月から 14年９月までは 20万円に訂正することが必要である。 

なお、２回目の遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 14 年

10 月１日）に係る処理については、遡及訂正処理との直接的な関係をうかが

わせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったとまでは言

えない。 

次に、申立期間のうち、平成 13年 10月１日から 18年２月 22日までの期間

（平成 13年 10月１日から 14年 10月１日までの期間は、上記訂正後の期間）

について、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人提出の源泉徴収票等

で確認できる保険料控除額及び報酬月額から、当該期間のうち、平成 13年 10

月から 17年１月までは 50万円、同年２月から同年 12月までは 44万円とする

ことが妥当である。 

また、平成 18 年１月については、源泉徴収票など保険料控除額を確認でき

る資料は無いが、前数か月の保険料控除額が一定であるため、同年１月も前月

までと同額の保険料が控除されていたと考えられることから、同年１月の標準

報酬月額も 17年 12月と同額の 44万円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、源泉徴収票等で確認できる保険料控除額等に見合

う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期にわたり一致してい

ないことから、事業主は、保険料控除額等に見合う報酬月額を社会保険事務所

に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う標準

報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 13148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年６月３日から 38年 10月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間については、脱退手当金が支給されたことになっ

ている。しかし、脱退手当金は請求も受給もしていないので、調査の上、申

立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、Ａ社における厚生

年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和39年１月27日に支給決

定されている。 

しかし、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人には、脱退手当金の支

給決定日より前に、脱退手当金の計算の基礎とされておらず未請求となってい

る３回の被保険者期間があり、そのうち最初のＢ社における被保険者期間（43

か月）について申立人は、「中学校を卒業後、姉の紹介でＢ社に就職した。同

社で厚生年金保険に加入していたことは当時から知っていたので、私が脱退手

当金を請求したのであれば、初めて勤務した同社での被保険者期間を忘れるこ

とはない。」と陳述している上、未請求となっている３回の被保険者期間が合

計で 68 か月にも及ぶことを踏まえると、申立人がこれら３回の被保険者期間

をいずれも失念して脱退手当金を請求するとは考え難い。 

また、申立人は、「当時の家庭の事情から、Ａ社を退職後も働き続けなけれ

ばならなかった。」と陳述しているところ、オンライン記録によると申立人は、

Ａ社を退職直後に別の事業所で厚生年金保険被保険者資格を再取得し、脱退手

当金の支給決定日から約３か月後の昭和 39 年５月８日にも別の事業所で厚生

年金保険被保険者資格を再取得していることが確認でき、申立人の主張に不自



然さはなく、申立人が当時、脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え

難い。 

さらに、支給されたとする脱退手当金の額は、法定支給額と 375円相違して

おり、その原因は不明である。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 13149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 40 年７月１日に、資格喪失日に係る記録を 41

年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、40 年７月から同年９月ま

では２万 8,000円、同年 10月は３万円、同年 11月から 41年６月までは２万

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年７月１日から 41年７月１日まで 

夫は、昭和 40年７月１日付けで、Ａ社Ｄ支店から同社Ｃ支店へ転勤とな

り、再度、41年７月１日付けで同社Ｄ支店へ転勤となった。 

しかし、夫がＡ社Ｃ支店で勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。夫が同社Ｃ支店に着任した時の「挨拶状」も残っており、申

立期間に同社Ｃ支店で勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社提出の労働者名簿及び同僚の陳述等から、申立人

が申立期間にＡ社Ｃ支店で勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間のうち、昭和 40年７月１日から 41年５月１日までの期間に

ついては、Ｂ社提出の給料明細表から、申立人が当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

さらに、申立期間のうち、給料明細表の無い昭和 41 年５月１日から同年７

月１日までの期間について、Ｂ社は、「昭和 41年５月及び同年６月の給料明細



表は残っていないが、労働者名簿を見ても、申立期間途中で申立人の雇用形態

が変わったことなどは記載されていないので、両月共に保険料を控除していた

はずである。控除した額は直前３か月の給与額に大きな変動がなく、標準報酬

月額の随時改定は考えられないため、前月までと同額と思われる。｣と回答し

ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

ところで、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給料明細表等により認め

られる保険料控除額及び報酬月額から、昭和 40 年７月から同年９月までは２

万 8,000 円、同年 10 月は３万円、同年 11 月から 41 年６月までは２万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、Ａ社Ｃ支店が申立人の被保険者資格取得届の提出を漏らしたのだと思う

としている上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出され

た場合には、その後、被保険者資格喪失届も提出する機会があったこととなる

が、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しない

とは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 40 年７月

から 41 年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



大阪厚生年金 事案 13150 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 19年９月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年９月 20日から 20年９月１日まで 

Ａ社には平成 19 年９月 20 日から勤務したのに、厚生年金保険被保険者

資格の取得日は 20年９月１日となっており、申立期間の被保険者記録が無

い。申立期間も給与から厚生年金保険料が控除されていたので、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した雇用契約書には、Ａ社の社印、代表者印及び代表者の個人

印が押され、「雇用期間」欄に「平成 19 年９月 20 日雇入れ」との記載がある

ことなどから、申立人が申立期間も同社に継続して勤務していたことが確認で

きる。 

また、雇用契約書の「社会保険等の加入」欄には、申立人を厚生年金保険、

健康保険及び雇用保険に加入させる旨が記載されており、「賃金」欄には、「給

与額 22万 3,530円」、「手取額 20万円」との記載があることなどから、当該給

与額と手取額の差額（２万 3,530円）は、控除されていた厚生年金保険料等の

合計額であると推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

ところで、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険



給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、給与額と手取額の差額か

ら推認される厚生年金保険料控除額から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を社会保険事務所（当時）に対して納付

していないとしていることから、事業主が平成 20 年９月１日を資格取得日と

して届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 19年９月から 20年８

月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 13151 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を、平成５年 10月から６年 10月までは 53万円、同年 11月から８年

９月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10月１日から８年 10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与よ

り低く届け出られている。 

申立期間の給与は下がったことはなく、常に最高等級だったので正しい標

準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成５年 10 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から８年９月までは

59万円と記録されていたところ、７年 10月 25日付けで遡って 30万円に減額

訂正されている上、申立人と同様に事業主についても、標準報酬月額が同日付

けで減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の元事業主提出の平成６年４月及び同年５月の賃金台帳

により、申立人が当該期間にその主張する上記減額訂正前の標準報酬月額（53

万円又は 59 万円）に相当する厚生年金保険料を、事業主により給与から控除

されていることが確認できる。 

また、Ｂ市役所保管の平成５年１月から７年 12 月までの課税資料により、

当該期間の社会保険料控除額に見合った標準報酬月額が、上記減額訂正前の標

準報酬月額に相当することが推認できる。 

さらに、上記減額訂正についてＡ社の元事業主は、「当時、社会保険料を滞

納していたことから、社会保険事務所の指導を受け、書類を提出した記憶があ

る。」旨陳述しているところ、不納欠損整理簿により、当該事業所において厚



生年金保険料等の滞納があったことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は上記減額訂正が行われた当

時、取締役であったことが確認できる。しかし、上記元事業主は、「社会保険

の手続は全て自身が行っていた。減額訂正について、申立人の了解は取ってい

なかった。」旨陳述している上、同社に係るオンライン記録から申立期間に被

保険者記録の有る同僚５人を抽出し事情照会したところ、全員から回答が得ら

れいずれの者も、「申立人は、Ｃ職を専門にしていた。」旨回答していることか

ら、申立人は当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、申立期間の標準報酬月額について、平成７年

10月 25日付けで行われた遡及減額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、

また、社会保険事務所が行った当該遡及減額訂正処理に合理的な理由はなく、

有効な記録の訂正があったとは認められない。このため、当該減額訂正処理の

結果として記録されている申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た５年 10月から６年 10月までは 53 万円、同年

11月から８年９月までは 59万円に訂正することが必要と認められる。



大阪厚生年金 事案 13152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 43 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年３月から同年

９月までは２万 8,000円、同年 10月から同年 12月までは３万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 43年３月１日から 44年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答を受けた。 

しかし、私はＡ社に新卒採用され、大学卒業時の昭和 43 年３月から同社

に勤務していた。 

同期入社の同僚は、昭和 43 年３月１日から厚生年金保険に加入している

ので、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の被保険者記録、申立人が所持していた辞令及び複数の同

僚の陳述から判断すると、申立人が昭和 43 年３月１日からＡ社で継続して勤

務していたことが認められる。 

また、申立期間当時、Ａ社の事務担当者であったとする者は、「申立期間当

時、全ての従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていた。」旨陳述し

ている。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

の始期である昭和 43 年３月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している

19 人（取得取消者１人含む。）のうち、連絡先の判明した 18 人に事情照会し

15人から回答が得られたところ、ⅰ)いずれの者も新卒採用で入社と同時に厚



生年金保険に加入した旨陳述していること、ⅱ)このうち申立人を知っている

とする 10人は、「申立人は、私とは同期入社であった。」旨陳述していること、

ⅲ)上記 10人のうち、大学卒業時に新卒採用されたと陳述している５人は、「大

卒で新卒採用された。大卒新卒採用者は皆、同じ待遇及び身分であった。」旨

陳述している上、そのうちの１人は、「私は入社と同時に厚生年金保険に加入

し、入社直後の給与から厚生年金保険料の控除が開始された。私と同じ採用形

態、同職種であった申立人も、私と同じく入社直後の給与から厚生年金保険料

が控除されていたと思う。」旨陳述していることから、申立人と同時期に同社

に入社した新卒採用者は、全て入社と同時に厚生年金保険に加入したと考える

のが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44

年１月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人と同じく大学卒業者であり、

同期入社の同僚の記録から、43 年３月から同年９月までは２万 8,000 円、同

年 10月から同年 12月までは３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

事業所が昭和 47年に解散しているため、事業主から回答を得られないものの、

Ｂ厚生年金基金の記録における資格取得日が、オンライン記録における資格取

得日と同日となっており、厚生年金基金及び社会保険事務所の双方が誤って同

じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、事業主が 44 年１月１日を資

格取得日として届け、その結果社会保険事務所は、申立人に係る 43 年３月か

ら同年 12 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 13153 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資

格喪失日に係る記録を昭和 44 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を、３万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年７月 14日から同年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答をもらった。私は、Ａ社に昭和 40 年３月に入社し 47

年に退職するまで継続して勤務したので、申立期間について厚生年金保険被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社が保管する申立人に係る人事記録に基づく事

業主の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44 年７月

14日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ事務所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ａ社は、月中の人事異動を発令する場合、厚生年金保険被保険者資格

の喪失日及び取得日を翌月１日付けとする社内の取決めがあったとしている

ことから、申立人が昭和 44 年８月１日に同社Ｄ事務所で資格を取得するまで

は、同社Ｃ支店で厚生年金保険が適用されるべきであったと考えられる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭

和 44 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は納付したものと思われるとしているものの、これを確認できる



関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 13154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成３年７月１日から同年８月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年８月１日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額を 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年４月から 63年１月まで 

             ② 平成３年７月１日から同年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ｂ社に勤務し

た期間（申立期間①）並びにＡ社及びＣ社に継続して勤務した期間の一部

（申立期間②）の加入記録が無いとの回答を受けたので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、申立人の雇用保険の加入記録、Ａ社の申立期間当時の

社会保険委員であり総務・人事業務の責任者であったとする元従業員並びに当

時の社会保険手続及び給与計算事務の担当者であったとする元従業員の陳述

から判断すると、申立人は、申立期間も同社及び同社の関連会社に継続して勤

務し（平成３年８月１日にＡ社からＣ社に転籍）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年

６月の社会保険事務所（当時）の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、平成 15 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、申立期間

当時の事業主からは回答が得られないため、申立期間当時の状況は不明である

ものの、同社が加入していたＤ健康保険組合の記録における資格喪失日が、オ

ンライン記録における資格喪失日と同日となっており、健康保険組合及び社会



保険事務所の双方が誤って同じ資格喪失日と記録したとは考え難いことから、

事業主が３年７月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①についてＢ社に係る商業登記簿において確認できる同社の業務

内容及び事業主の名字は、申立人の陳述と符合していること等から判断すると、

期間は特定できないものの、申立人が申立期間の一部において同社に勤務して

いたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ｂ社は、申立期間より後の平成３年３月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではな

い。 

またＢ社は、平成７年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

前述の事業主は、「申立期間当時の賃金台帳等の資料は残存していない。」旨回

答しているため、同社等から、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年

金保険料控除の状況を確認できない。 

さらに、申立人が記憶するＢ社の同僚等４人はいずれも所在不明であり、こ

れらの者から、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の

状況を確認できない。 

加えて、申立期間当時にＢ社で勤務したとする元従業員３人に照会したもの

の、いずれも、「申立人を知らない。」と回答しているため、これらの者からも、

申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況を確認で

きない。 

また、オンライン記録において、前述の元従業員３人についても、申立期間

における厚生年金保険被保険者記録は確認できない上、そのうち、昭和 61 年

４月からＢ社に勤務したとする１人は、「入社時に社会保険完備と聞いていた

が、給与明細書を見ると保険料が控除されていなかったので、事業主に確認し

たところ、『社会保険に加入させることはできない。』と言われた。その後も

保険料は給与から控除されていなかったと記憶している。」旨陳述している。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立期間における申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認で

きない。 

このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13155 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年 12 月１日から 42 年９月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における被保険者記録のうち、当該期間に係

る資格喪失日（昭和 40 年 12 月１日）及び資格取得日（昭和 42年９月１日）

を取り消し、当該期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年５月１日から 39年８月１日まで 

             ② 昭和 39年 10月１日から 40年２月 15日まで 

             ③ 昭和 40年 12月１日から 42年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申立期間の加

入記録が無い旨の回答を受けた。 

しかし、私は、昭和 38 年５月１日にＢ社に入社し、40 年２月 15 日まで

同社に継続して勤務していた。同社の関連会社に長期出張したことを記憶

しており、同社での厚生年金保険被保険者期間が２か月間だけであること

には納得できない（申立期間①及び②）。 

また、Ａ社には、昭和 40 年２月 15 日に入社し、42 年 10 月 28 日まで同

社に継続して勤務しており、途中で同社を退職した記憶はない（申立期間

③）。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、年金事務所の記録では、申立人はＡ社において昭和

40 年２月 15 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年 12 月１日に資

格を喪失後、42 年９月１日に同社において資格を再取得しており、申立期間

の被保険者記録が無い。 



しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期

間に被保険者記録が確認できる複数の同僚の陳述から判断すると、申立人が

申立期間も同社に継続して勤務していたことが推認できる。  

また、前述の同僚のうちの一人は、「申立人は、申立期間も従前と同じ業

務に従事し、勤務形態等にも変化はなかった。」旨陳述している上、別の一

人は、「Ａ社には、正社員以外の雇用形態の者は在籍しておらず、従業員全

員が厚生年金保険に加入していた。私は、申立期間のうちの約２年間、給与

計算事務を担当していたことがあり、前任者からの引継ぎどおり、従業員全

員の給与から厚生年金保険料を控除していた。」旨陳述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40

年 11月の社会保険事務所（当時）の記録及び申立人と同年齢の同僚の標準報

酬月額の記録から、３万円とすることが妥当である。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は昭和 44年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、元事業主

は所在不明であるため、申立期間当時の状況は不明であるものの、事業主か

ら申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないにもか

かわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業

主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 40年 12月から 42年８月までの

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

申立期間①及び②について、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、当該期間に被保険者記録が確認できる同僚は、「私がＢ社の関連

会社のＣ所に出張していた１年半の期間のうち、３か月ないし５か月ほど申

立人と一緒に勤務した記憶がある。また、申立人は、当該Ｃ所を離れた後も

しばらく同社に勤務していたはずであるので、申立人の入退社時期までは分

からないが、同社での申立人の在籍期間が２か月間ということは有り得な

い。」旨陳述していることから判断すると、勤務時期及び勤務期間は特定でき

ないものの、申立人が申立期間の一部においても同社に勤務していたことが

推認できる。 

しかし、Ｂ社は昭和 45年に適用事業所ではなくなっており、申立期間当時

の事業主は所在不明である上、同社の関連会社であるＤ社も、「申立期間当時

のＢ社に係る関連資料等は残存していない。」としているため、申立人の申立

期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況を確認できない。 



また、前述の被保険者名簿に被保険者記録が確認できる別の同僚は、「私は、

Ｂ社に入社してから５か月ほどが経過するまで、厚生年金保険には加入して

いなかった。当該期間に厚生年金保険料が給与から控除されていたかどうか

は分からない。」旨陳述しており、さらに、同人とは別の同僚は、「私は、Ｂ

社に１年半ほど勤務したが、厚生年金保険の加入期間は９か月しかない。未

加入期間が有る理由及び当該期間の保険料控除については全く分からない。」

旨陳述している。 

加えて、申立人及び前述の被保険者名簿に被保険者記録が確認できる複数

の同僚が、自身の同僚であったとして名前を挙げた複数の者に係る被保険者

記録は、同名簿に確認できない。 

以上のことから、Ｂ社では、必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加入

させていたわけではなかった状況がうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を、事業主に

より給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



大阪国民年金 事案 6280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から 53年 12月まで 

私は、Ｂ県で勤務していた会社を退職後、昭和 52年 1月にＡ市に引っ越

した。その時、同市役所で国民年金に加入して以来、国民年金保険料を納

付してきた。 

私の国民年金の加入手続については、夫がしてくれたと思うが、当時は、

夫から預かった生活費の中から、私が国民年金保険料を納付していたのに、

申立期間に納付記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金法によると、当時のいわゆるサラリーマンの妻等における任意加

入被保険者の資格は、加入手続を行った日に取得するものとされている。 

そこで、申立人の特殊台帳を見ると、申立人がＡ市に転入した２年後の昭

和 54年１月 17日に、任意加入被保険者の資格を取得していることが確認でき

る上、当該資格取得日は、同市における申立人の国民年金被保険者名簿に記載

された最初の資格取得日と一致していることから、この日に初めて申立人に係

る国民年金の加入手続が行われたものと推認され、加入時期において申立内容

と一致しない。この場合、申立期間は基本的に任意加入期間における未加入期

間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は自身の国民年金の加入手続については、その夫がしてくれ

たと思うと申し立てていることから、夫に改めて当時の事情を聴取したところ、

夫は、自身が会社に在職中に申立人の加入手続を行ったと思うが、その具体的

な時期についてはよく覚えていないと陳述しているほか、申立人の特殊台帳及

びＡ市における国民年金被保険者名簿の検認記録によると、申立人は、申立期

間直後の昭和 54 年１月から国民年金保険料の納付を開始していることが確認



できることから、当該納付記録及び申立人の加入手続日である任意加入被保険

者の資格取得日との間に、不自然な点は認められない。 

さらに、申立人が、申立内容のとおり、Ａ市に転入した昭和 52年１月に国

民年金に任意加入し、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国

民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る国民年金手

帳記号番号払出簿の内容を全て視認するとともに、オンライン記録により旧姓

を含めた各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人は、これまで

に受け取った年金手帳は１冊のみであると陳述している。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付していたことを

示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

私は、昭和 52年に国民年金に任意加入して以降、61年４月に第３号被保

険者となるまで、継続して国民年金保険料を納付してきた。 

私の年金記録を見ると、Ａ市在住中の国民年金保険料は納付済みであるの

に、Ｂ市に転入後の申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直前の昭和 60 年３月 24 日にＡ市からＢ市に転入し、

当該届出を同年３月 26日に行ったことが申立人に係る戸籍の附票により確認

できるが、同市における申立人の国民年金被保険者検認台帳を見ると、その

５か月後の同年８月 31日に職権により転入処理を行ったことが記載されてい

ることから、申立人及びその夫に転入後における申立人の国民年金に係る住

所変更手続等について、改めて事情を聴取したところ、国民年金法が改正さ

れた申立期間直後の 61年４月以降の第３号被保険者該当届を含めて、年金手

帳を持参して同市役所で手続した記憶はないと陳述しているなど、申立期間

当時において、申立人の国民年金に関する諸手続が適切に行われていたとは

考え難い。 

また、申立人は国民年金保険料の納付方法についても、転入前のＡ市及び

転入後のＢ市の状況ともによく覚えていないとし、国民年金に任意加入して

以降、継続して保険料を納付してきたとする以外に、申立人から申立期間の

保険料を納付したとする具体的な陳述を得ることができない。 

さらに、申立人のオンライン記録によると、第３号被保険者期間中の昭和

62 年８月７日に、未納期間に係る過年度納付書が作成された事跡が確認でき

るが、これについても申立人は、送付されてくれば覚えているが記憶にない



と陳述している上、申立人が申立期間の国民年金保険料について納付してい

たことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年１月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年１月から 61年３月まで 

私は離婚した昭和 56 年１月に、私の母親と一緒にＡ市Ｂ区役所へ行き、

国民年金と国民健康保険の加入手続を行い、母子手帳及び母子手当の手続も

同時に行ったことを覚えている。 

国民年金保険料の１回目の納付は、加入手続時に区役所の窓口で行い、２

回目以降は年に３回ないし４回に分けて定期的に納付書が送られてきたの

で、毎月 1万 3,000円ないし 1万 5,000円ぐらいを納めていたと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の加入手続時期について、国民年金手帳記号番号払出簿を

見ると、昭和 61 年２月に申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されている

ことが確認できる。また、申立人の所持する年金手帳を見ると、最初の住所は

申立人が 56年 10月に転入した「Ａ市Ｂ区」となっていることから、同年１月

に加入手続を行ったとする申立内容と符合しない。 

また、当該国民年金手帳記号番号の払出時点において、申立期間のうち、昭

和 56 年１月から 58年 12 月までの国民年金保険料は、制度上、時効により納

付することはできない。 

さらに、申立人に係るＡ市の国民年金保険料検認状況一覧票を見ると、適用

漏れのために遡って資格を取得したことを示すコードが記入されており、昭和

60年度の検認状況欄は「未入金」の表示になっていることが確認できる。 

加えて、昭和 63 年３月９日に過年度納付書が作成された記録が確認でき、

この過年度納付書の発行時点において、申立期間のうち、59年１月から 60年

12 月までの国民年金保険料は制度上、時効により納付することはできず、61



年１月から同年３月までの保険料は過年度納付することが可能であるが、過年

度納付を行った記録は無い。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料として毎月 1万 3,000円ないし

1万 5,000円ぐらいを納付していたと陳述しているが、申立期間当時の保険料

額と符合しない。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 6283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から平成 12 年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成 12年５月まで 

私は昭和 53年３月に、Ａ市役所で国民年金に任意加入した。私は、61年

４月から国民年金第３号被保険者になっており、国民年金の納付書は送られ

ていないと聞いたが、Ｂ市役所から送られてきた納付書で国民年金保険料を

納付していた。 

納付の必要がないのなら、国民年金保険料を還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るオンライン記録を見ると、昭和 61年４月 23日に国民年金第３

号被保険者の処理が行われたことが確認できる。 

また、申立人に係るＢ市の国民年金被保険者名簿を見ると、昭和 61 年４月

に国民年金第３号被保険者に種別変更していることが確認できることから、同

市が申立人に対して同年４月から平成 12 年５月まで納付書を送り続けたとは

考え難い。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料は納付書が送られてきたので、

毎月納付したと陳述するのみで、それ以外に納付書の形式及び保険料額等の具

体的な陳述はなく、申立人から申立期間の保険料の納付を行ったとする事情を

酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国

民年金手帳記号番号の払出しが必要なものの、申立期間の保険料を納付するこ

とが可能な別の手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金

手帳記号番号払出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、申立人に

対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たら

ない。なお、申立人は、昭和 53 年３月に任意加入を行ったときに付番された



手帳記号番号の年金手帳を現在も所持しており、その手帳以外に手帳の交付を

受けたことはないと陳述している。 

このほか、申立期間は 170か月と長期間であり、このような長期にわたって

国民年金保険料の収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも

考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 6284（事案 378の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年５月から平成４年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年５月から平成４年９月まで 

昭和 55年４月に離婚した際、市役所の窓口で国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料の何年分かをまとめて 30 万円ぐらい納付し、その後の保険

料は毎月納付していた。61 年頃からは口座振替に切り替えた。申立期間が

未納となっているのは納得できないとして、年金記録確認第三者委員会に申

し立てたが、認められないと通知を受けた。 

新たな事情はないが、昭和 55 年の国民年金の加入手続及び保険料の納付

時に同行してもらった知人の書いた手紙を提出するので、再調査の上、申立

期間を納付と認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人に係るＡ市の国民年金被保険

者個人票を見ると、申立人の国民年金の加入届出日は平成６年 10月 17日であ

ることが確認でき、この届出の時点で、申立期間のうち、昭和 55 年５月から

平成４年８月までの国民年金保険料は、制度上、時効により納付することはで

きず、また、同年９月の保険料は過年度保険料となり、制度上、市役所窓口で

納付することはできない、ⅱ）申立人に係るオンライン記録を見ると、申立人

は、申立期間直後の同年 10月から６年３月までの保険料を同年 11月２日に過

年度納付し、同年４月から同年 12月までの保険料を同年 12月 20 日に現年度

納付していることが確認できるが、この保険料の合計額は、申立人が昭和 55

年４月に納付したとする 30 万円とほぼ近い金額であることから、申立人が納

付したとする保険料はこの保険料であった可能性を否定できない等として、既

に当委員会の決定に基づき、平成 20 年８月８日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 



今回、申立人は昭和 55 年当時、国民年金の加入手続及び保険料納付に同行

し、アドバイスを受けた知人の書いた手紙を提出して、再申立てを行っている

が、当該知人に聞き取り調査をした結果、「役所の窓口に同行したことは確か

であるが、いつ、何の目的でなど、具体的な事柄についての記憶は定かではな

い。」としており、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められな

い。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



大阪国民年金 事案 6285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から同年９月までの期間、５年８月から９年９月まで

の期間、11 年６月から同年 12 月までの期間及び 13 年 1 月に係る国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 :   ① 平成３年４月から同年９月まで 

②  平成５年８月から９年９月まで 

          ③ 平成 11年６月から同年 12月まで 

④  平成 13年１月 

私は、平成 3 年４月からは国民年金に加入して、国民年金保険料を納め

なければならないことを知っていたが、加入手続を行った時期については明

確に記憶していない。しかし、保険料を納められなかった期間があったため、

Ａ市役所から保険料の納付に関する督促状が実家に届いたことを記憶して

いる。 

督促状には納付が無い場合、「差し押えます。」と書かれていたため、そ

の当時、実家の父親が送られてきた納付書により、未納となっていた期間の

国民年金保険料を金融機関の窓口で納付してくれた。 

その後、平成 10年に父親が会社を定年退職してからも、私と母親の国民

年金保険料を納めてくれていたはずである。 

しかし、ねんきん定期便を見ると未納期間があり、納得できない。調査

の上、記録を訂正してほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市役所から国民年金保険料の納付に関する督促状が実家に届き、

その父親が同市から送られてきた納付書により、未納となっている申立期間の

保険料を納付してくれたとしているが、父親によると、申立人に係る保険料を

納付した期間については、平成 15 年２月３日に申立人の父親が申立人に発信

した手紙（ＦＡＸ）の中に記しているとおり、12 年６月から同年 12 月までの



期間（合計９万 3,100 円）及び 14 年４月から同年 12 月までの期間（合計 11

万 9,700円）であるとしており、申立期間はこれらの期間に該当しない。 

また、申立人は、自身で国民年金保険料の納付を開始したのは、上記の手紙

（ＦＡＸ）を受信した以降であるとしているが、この時点において申立期間①、

②及び③は時効により保険料を納付できない期間となる。 

さらに、申立期間①及び②の大部分については、平成９年１月の基礎年金番

号制度導入前の期間であり、国民年金保険料を納付するためには国民年金手帳

記号番号が払い出されている必要がある。このため、オンライン記録により各

種の氏名検索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記番号払出簿

の内容を確認したが、申立人に対する手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付について記憶が曖

昧である上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 6286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から 60年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 60年４月まで 

私は昭和 59年４月に会社を退職後、国民年金の加入手続をした記憶はな

いが、国民年金保険料を納付するための振込用紙が送られてきたので、夫婦

二人分の保険料を一括で納付した。当時、退職金が支給され、資金には余裕

があり、まとめて二人分を納付したはずなのに、申立期間が未納とされてい

るのは納得できない。調査の上、私の年金の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の記

号番号の払出状況から、昭和 61年９月頃に行われたと推認できる。 

また、昭和 60 年５月７日の国民年金被保険者の資格喪失及び 61 年４月 21

日の資格取得の記録が、同年９月 19 日に追加されていることがオンライン記

録により確認できることから、申立期間は、国民年金の加入手続が行われた時

点で遡って国民年金の加入期間とされたもので、それまでは未加入期間である

ため、国民年金保険料を納付することはできず、納付書も発行されることもな

い。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されている必要があるが、各種の氏名検索を行ったほか、当

時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認しても、申

立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見

当たらなかった。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたと推認される時点で

は、申立期間の一部については過年度納付が可能であるが、申立人は国民年金

保険料の納付に関する記憶は曖昧である上、申立期間の保険料を納付したこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書の控え等）は無く、ほかに当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 6287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年４月から 60年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 60年４月まで 

夫が昭和 59 年４月に会社を退職後、国民年金保険料を納付するための振

込用紙が送られてきたので、夫婦二人分の保険料を夫が一括で納付してく

れた。加入手続及び保険料の納付は、夫が私の分も併せて行ってくれたは

ずなのに、申立期間が未納とされているのは納得できない。調査の上、私

の年金の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の記

号番号の払出状況から、昭和 61年９月頃に行われたと推認できる。 

また、昭和 60 年５月７日の国民年金被保険者の資格喪失及び 61 年４月 21

日の資格取得の記録が同年９月 19 日に追加されていることが、オンライン記

録により確認できることから、申立期間は、国民年金の加入手続が行われた時

点で遡って、国民年金の加入期間とされたもので、それまでは未加入期間であ

るため、国民年金保険料を納付することはできず、納付書も発行されることも

ない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されている必要があるが、各種の氏名検索を行ったほか、当

時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容を全て確認しても、申

立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見

当たらなかった。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたと推認される時点で

は、申立期間の一部については過年度納付が可能であるが、申立人は国民年金

保険料の納付に直接関与しておらず、保険料納付を担当していたその夫も保険



料の納付に関する記憶は曖昧である上、申立期間の保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書の控え等）は無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年８月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年８月から 54年３月まで 

私は、前夫の収入が不安定で将来困ると思い、兄姉及び知人に勧められた

こともあって国民年金に夫婦一緒に加入した。加入手続については、どこで

どのように行ったか覚えていないが、Ａ市在住の頃なので、昭和 53 年頃だ

と思う。当時は減免及び免除の制度も無く、遡ってまとめて支払った記憶が

ある。その期間は年金手帳に初めて被保険者となった日が 45 年＊月と書い

てあるので、その時まで遡って納付したのだと思う。国民年金保険料は、Ｂ

金融機関の自身の口座から約 30万円を引き出して、窓口で納めた。 

納付した国民年金保険料が、自身だけの分か前夫との二人分であったかは

覚えていないが、納めたのは間違いないので、調査して納付記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53年頃に加入手続をしたとしているが、国民年金手帳記号

番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期及び前後の記

号番号の任意加入被保険者の資格取得日から、申立人の加入手続は 55 年４月

頃に行われたと推認され、申立内容と符合しない。 

また、申立人が加入手続を行った昭和 55年４月の時点は、第３回特例納付

実施期間中であり、申立期間の国民年金保険料を遡って納付することは可能で

あるが、申立人が納付したとする金額は、申立期間の納付に必要な保険料額と

異なっている上、申立人からは保険料納付について具体的な陳述を得られず、

保険料納付の状況は不明である。 

さらに、申立人の前夫は、加入手続時点で 38歳であったことから、年金受

給権確保のために必要な納付期間 300 月を満たすために、昭和 52 年１月から



54 年３月までの国民年金保険料を遡って納付したと推認されるところ、同期

間について、夫婦二人分の納付に必要な保険料額も、申立人が納付したとする

金額と異なる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6289 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和59年７月から63年１月までの期間及び同年４月から同年６月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年７月から 63年１月まで 

             ② 昭和 63年４月から同年６月まで 

    時期ははっきりしないが、私がまだ大学生の頃、父が私に「国民年金保険

料を払っといてやる。」と言ったことを覚えている。 

    父は既に他界しており、また、私自身は国民年金の加入手続及び申立期間

の国民年金保険料の納付には関与していないので、具体的なことは分からな

いが、父が、私に「払っといてやる。」と言いながら、何もしていないとは

考えられない。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料が、納付済みとされていないことは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身が大学生であった昭和 58 年４月から 62 年３月までの間に、

その父親から、申立人の国民年金保険料を納付していることを聞いたとしてい

る。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録を見ると、申立人

の国民年金手帳記号番号は、申立人が結婚した翌月の平成３年５月９日に払い

出されており、陳述と符合しない上、手帳記号番号の払出時点においては、申

立期間①及び②は、既に時効により、制度上、国民年金保険料を納付すること

はできない。 

また、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民

年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を

行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を



行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

さらに、申立期間①及び②は合わせて３年 10 か月に及んでおり、これほど

長期間にわたって国民年金保険料の収納及び記録管理における事務過誤が繰

り返されたとも考え難い。 

加えて、申立人は、申立期間①及び②当時の国民年金の加入手続及び国民年

金保険料の納付に関与しておらず、また、これらを行ったとするその父親は既

に他界しているため、申立期間の保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうとした

が、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 6290 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年４月及び６年２月から同年４月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年４月 

             ② 平成６年２月から同年４月まで 

    国民年金の加入手続についての記憶はないが、申立期間①については、平

成４年４月の退職後に横長の納付書が送られてきたので、すぐに１万円弱の

国民年金保険料を郵便局窓口で納付したはずである。 

    申立期間②についても、厚生年金保険からの切替手続を行った記憶はない

が、平成６年２月の退職後、横長の納付書が送られてきたので、すぐに３万

3,000円ほどの国民年金保険料を郵便局窓口で納付したはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が納付済みとされていないことは納得できな

い。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の手帳記

号番号から、Ａ区において平成８年４月１日を国民年金第１号被保険者資格の

取得日として、同年８月頃に払い出されたと推認され、申立期間①及び②は、

いずれも国民年金の未加入期間であることから、制度上、国民年金保険料を納

付することはできない。 

また、Ａ区保存の申立人に係る国民年金被保険者名簿及び申立人が所持する

年金手帳を見ても、国民年金被保険者資格の取得日はオンライン記録と一致す

る上、申立人は当該手帳より以前に別の手帳の交付を受けた記憶はないとして

いる。 

さらに、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料については、いずれ

もその当時居住していたＢ市から納付書が送付されたため、郵便局で納付した

としている一方、同市で国民年金の加入手続は行った記憶はないとしている。 



加えて、Ｂ市保存の国民年金被保険者名簿を調査したが、申立人に係る被保

険者名簿は保存されておらず、同市における国民年金の加入事跡は確認できな

い。 

このほか、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付することが可能な別の

国民年金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検

索を行ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調

査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情も見当たらず、申立期間の保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、

新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 



大阪厚生年金 事案 13156 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年 10 月１日から 48 年２月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 49年２月 21日から同年４月１日ま

での期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 10月１日から 48年２月１日まで 

             ② 昭和 49年２月 21日から同年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社でＢ職とし

て勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実際の給与支給額よ

り低く記録されていることが分かった。申立期間当時、給与支給額が下がっ

たという記憶はないので、給与支給額に見合った標準報酬月額に訂正してほ

しい。 

また、申立期間②について、厚生年金保険の加入記録が無いことも分かっ

た。当時は次の転職先が決まっており、転職先の事業主とも、「昭和 49年４

月１日から勤務する。」として話がついていたので、昭和 49年３月末日まで

はＡ社で勤務していた。当該期間についても厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務した期間のうち、当該期間の

標準報酬月額について、実際の給与支給額より低く記録されていると申し立

てている。 

しかし、Ａ社は平成６年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主は、「賃金台帳等の資料は無く、申立期間当時のこと

は覚えていない。」としていることから、同社等から申立人の申立期間に係



る給与支給額及び保険料控除額を確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人が

自身と同職種であったとする元同僚の標準報酬月額も、申立期間において、

申立人と同様にその直前の期間の標準報酬月額から１等級分下がっている

ことが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが下げられているという事情は

見当たらない。 

さらに、複数の元従業員は、「自身の標準報酬月額の記録に間違いはない。」

と陳述している。 

加えて、前述の被保険者名簿を見ても、申立人の標準報酬月額に遡及訂正

等の不自然な点は見られない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人は、当該期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険

に加入していたと申し立てている。 

しかし、前述のとおりＡ社は平成６年に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、申立期間当時の事業主は、「賃金台帳等の資料は無く、申立

期間当時のことは覚えていない。」としていること、及び元従業員からも申

立人の退社時期を記憶しているとする陳述は得られなかったことから、これ

らの者から申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除等の状況を確

認することができない。 

また、自身の在籍期間を記憶しているとする複数の元同僚は、いずれも、

「Ａ社における自身の厚生年金保険の加入記録に間違いはない。」と陳述し

ている。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等    

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年８月１日から２年７月１日まで 

「厚生年金加入記録のお知らせ」により、Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与額より低く記録さ

れていることが分かった。申立期間当時は、Ｃ職として勤務し、毎月 47万

円ないし 50万円程度の給与を支給されていたので、申立期間の標準報酬月

額を給与額に見合った額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る「社会保険料徴収明細リスト」を見ると、

申立人は、申立期間のうち、平成元年８月から同年 11 月までの４か月におい

て、44 万円の標準報酬月額に基づく保険料を控除されていたことが確認でき

る。 

しかし、当該４か月に係る 44 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

の合計と 41 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の合計の差額は、平

成元年 12 月の保険料控除において相殺されていることが、前述の「社会保険

料徴収明細リスト」で確認できる。また、当該リストにおいて、申立期間のう

ち、２年１月１日以降の保険料については、41 万円の標準報酬月額に基づく

保険料が控除されていることが確認できる。 

このような申立人に係る厚生年金保険料控除の状況について、Ｂ社は、「Ｃ

職については、業績に応じて手当が支給されるが、手当が引き戻される（遡っ

て、減額調整される。）ことがあり、手当の内容によっては数か月ごとに見直

しがあるので、標準報酬月額の随時改定が発生することもあり得る。」として

おり、元従業員の一人も「過去に支払われた報酬であっても、引き戻されるこ

とがある。」と陳述している。 



また、申立人は、申立期間当時の給与月額について、47万円ないし 50万円

程度であったとしているがＤ銀行から提出された申立人の給与振込口座の取

引明細によれば、申立期間のうち、平成元年９月から２年７月までの期間に、

Ａ社から申立人に振り込まれた給与額は 17万円から 50万円までで、毎月大幅

に変動していることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37年３月２日から 39年３月２日まで 

ねんきん特別便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録

が無いことが分かった。しかし、同社で 15 年間継続して勤務した従業員に

贈られた記念品を今も所持している。また、昭和 46 年１月には、同一会社

で 10年以上Ｂ業務に従事した者に対する表彰を、Ｃ組織から受けている。 

これらから、私が昭和 37 年からＡ社に勤務していたことは間違いないの

で、申立期間も同社で厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社は、昭和 52 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主は死亡している上、同社の後継会社であるＤ社は、

「申立期間当時の資料は保管されておらず、申立人の在籍期間及び保険料控除

等については不明である。」としているため、これらの者から、申立人の申立

期間における勤務実態及び保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

被保険者記録が確認できる元従業員に照会し７人から、「申立人を記憶してい

る。」との回答を得たが、そのうち複数の者が、「申立人の資格取得日の記録は、

入社日と一致していると思う。」旨陳述しており、申立人の申立期間における

勤務がうかがえる陳述は得られなかった。 

さらに、前述の被保険者名簿によると、申立人が、同時期に入社したと記憶

している同僚一人の資格取得日は、申立人と同じ昭和 39 年３月２日であるこ

とが確認できるところ、同人は、「自身の厚生年金保険の加入記録は、実際の

勤務期間と合っている。」と陳述している。 



加えて、Ａ社における申立期間当時の社会保険事務担当者は、「全ての従業

員を、入社後直ちに厚生年金保険及び雇用保険に、同一日付けで加入させてい

た。」と陳述しているところ、申立人の両保険の資格取得日は、ともに昭和 39

年３月２日で一致している上、申立人と厚生年金保険の資格取得日が近い男性

従業員５人の雇用保険の加入記録を調査したところ、いずれの者も両保険の資

格取得日は、ほぼ一致していることが確認できる。 

また、申立人は、「Ａ社に 15年間継続して勤務したことにより、同社から記

念品を支給された。」と陳述しているが、申立人と同様に「Ａ社から記念品を

支給された。」とする複数の元従業員は、いずれの者も、「記念品は、10 年間

継続して勤務した記念に支給された。」と陳述している。 

さらに、申立人は、申立人提出の表彰状について、「同一会社で 10年以上Ｂ

業務に従事していたことが、当該表彰を受ける要件であった。表彰状に表彰日

が、昭和 46年１月 26 日と記載されているので、表彰時点で 10年以上Ａ社に

勤務していたことは間違いない。」と主張している。しかし、Ｃ組織（平成 19

年に解散）の関連資料を保管しているＥ組織は、「同一事業所で勤務していな

くても、10 年以上Ｂ業務に従事した者は、表彰者に推薦される対象であった

と考えられる。」としているところ、同組織から提出された申立人に係る「Ｃ

組織創立記念式典優良社員表彰推せん書」（Ａ社が、昭和 45年 11 月にＣ組織

へ提出したもの）を見ると、申立人の勤続年数は、「16 年 11 か月」と記載さ

れているが、当該勤続年数は、経歴欄によれば昭和 29 年１月のＦ社入社から

の年数であり、また、同経歴欄においても、申立人のＡ社への入社時期は、厚

生年金保険の資格取得日と符合する 39 年３月と記載されていることが確認で

きる。 

加えて、オンライン記録によると、申立人については、申立期間のうち、昭

和 37年４月 25日から同年 10月１日まではＧ社で、同年 11月１日から 39年

２月 28 日まではＨ社（現在は、Ｉ社）で、それぞれ厚生年金保険の被保険者

期間が確認できることから、各々の期間に各々の事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において被保険者記録が確認できる者のうち、連絡先が判

明した者に照会を行ったところ、いずれの事業所においても、「申立人は、自

身と同時期（上記被保険者期間）に勤務していた。」旨陳述する者が確認でき

た。 

また、前述のＡ社に係る被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番

号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を、同社において控除されていたこと

を確認できる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 13 年３月 21 日から 16 年７月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成 18年４月 21日から同年５月１日ま

での期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 13年３月 21日から 16年７月１日まで 

         ② 平成 18年４月 21日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤

務していた期間のうち、61 歳に達した日の直後である申立期間①の標準報

酬月額が、従前よりも低い 20 万円と記録されていることが分かった。当該

期間も従前と同じ 30 万円ほどの手取額であったと記憶しており、給与振込

口座の取引記録を提出するので、申立期間①について、正しい標準報酬月額

に訂正してほしい。 

また、Ａ社には、平成 18 年４月末まで同社の事業閉鎖に係る残務業務の

ため勤務していたが、申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無いことが分

かった。保険料控除が確認できる退職月の給与支払明細書を提出するので、

申立期間②については厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、「Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期

間の給与額のみが 20万円に減った記憶はなく、従前と同じ 30万円ほどの給与

額であったと思う。」と陳述していることから、申立人が提出している給与振

込口座の取引残高の記録を確認したところ、当該記録からは申立人が主張する

標準報酬月額に基づく保険料控除額を確認することができない。 

また、Ａ社の元代表取締役は、「61歳の定年退職後、申立人を再雇用したが、



高年齢雇用継続基本給付金及び在職老齢年金の受給を勘案の上、再雇用後は給

与を減じていたが、国の記録を超える保険料は控除していない。」と陳述して

おり、申立人に係る「雇用通知書」を提出しているところ、嘱託として再雇用

された平成 13年３月 21日から月給が従前の 32万円から 20万円に減額されて

いることが確認できる。 

さらに、Ａ社において、61 歳に達した日を含む前後の期間に被保険者記録

を有する７人の記録を調査した結果、そのうちの５人が申立人と同様に 61 歳

に達した日の直後に、従前よりも大幅に低い標準報酬月額となっているととも

に、当該期間に在職老齢年金及び高年齢雇用継続基本給付金を併給しているこ

とがオンライン記録により確認できるところ、当該５人に事情照会を行い回答

のあった２人は、「61 歳の定年に伴う再雇用後は給与の大幅な減額があった。

再雇用後の減額された標準報酬月額は、当時の給与額とほぼ同額であり不自然

な記録ではない。」旨陳述している。 

このほか、申立期間①について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間①について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②について、元従業員は、「私と申立人は、Ａ社の事業閉鎖に係る

残務業務のため、平成 18年４月 30日まで勤務した。」と陳述している。 

しかし、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における離職日は平成

18年４月 20日であり、申立人が保管している同年４月分の給与支払明細書に

記載されている『普通退職（平成 18年４月 20日）』の日付とも一致している

とともに、求職の申込日が同年４月 27 日である上、前述の元従業員の厚生年

金保険被保険者資格の喪失日も申立人と同じ同年４月 21 日であることが確認

できる。 

また、申立人の雇用保険の加入記録における離職日は、厚生年金保険の記録

における資格喪失日と一致している上、申立人と同日に厚生年金保険被保険者

資格を喪失している従業員 15 人のうち、雇用保険の加入記録が確認できた４

人についても、資格喪失日に係る記録が厚生年金保険の記録と一致していると

ころ、Ａ社の元代表取締役は、「事業閉鎖のため、申立人を含む多数の従業員

を平成 18年４月 20日付けで退職させているが、社会保険の資格喪失に係る手

続は退職日と一致させていた。また、申立人について、退職後の申立期間はい

かなる雇用契約も結んでいない。担当していた業務における常識的な範囲の残

務整理をしていたと思われるが、当該期間は給与を支給していないし、厚生年

金保険にも加入させていない。」旨陳述している。 

さらに、申立人は、「退職月である平成 18年４月分の給与から保険料が控除

されているので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。」と



しており、提出している給与支払明細書で保険料控除が確認できるところ、Ａ

社の元代表取締役は、「当社の保険料控除方法は翌月控除であった。」旨陳述し

ている上、申立人と同日に同資格を喪失している同僚が保管していた給与支払

明細書によると、入社時には資格取得月の翌月の給与から、退職時には資格喪

失月の給与から保険料控除が確認できることから、同社は翌月控除であったと

考えられ、申立人が主張する退職月（平成 18 年４月分）の給与から控除され

ている厚生年金保険料は、資格喪失月の前月（平成 18 年３月）の保険料であ

ると推認できる。 

このほか、申立人の申立期間②に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 13160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年１月１日から 64年１月１日まで 

             ② 昭和 64年１月１日から平成２年１月１日まで 

             ③ 平成２年１月１日から同年６月１日まで  

厚生年金保険の加入状況について年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤

務した申立期間①、②及び③に係る標準報酬月額が、当時の給与支給額より

低く記録されていることが分かった。元事業主は、「申立期間当時は、毎年

１月から１万円ずつ昇給させていたので、申立期間①は 13 万円、申立期間

②は 14万円及び申立期間③は 15万円だったはずである。」と陳述している

ので、当該陳述どおりの標準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社の元事業主の「申立人の申立期間にお

ける毎月の給与支給額は 13 万円程度であったはずである。」との陳述により

申し立てたとしている。 

しかし、申立人が提出している「平成元年度市民税・県民税の特別徴収税額

の納税者への通知書」（写し）を見ると、当該通知書に記載されている社会保

険料額は、オンライン記録の標準報酬月額である 11 万 8,000 円に見合う社会

保険料の年額とほぼ一致することから、申立人は、昭和 63年１月から同年 12

月までの期間において、オンライン記録どおりの標準報酬月額に見合う社会保

険料を給与から控除されていたものと推認できる。 

また、Ａ社は、平成７年３月１日に適用事業所ではなくなっており、元事業

主は、「申立人の申立期間当時の給与支給額は記憶しているが、厚生年金保険

料控除額については、給与及び社会保険事務を担当していた者に任せていたの

で分からない。｣と陳述しているところ、当時の当該給与及び社会保険事務担



当であった者は、「申立人の申立期間における給与支給額及び保険料控除額に

ついては記憶していないが、標準報酬月額に係る届出を怠ったり、実際よりも

低い額で届け出たことはない。」と陳述している。 

申立期間②及び③について、申立人は、Ａ社の元事業主の「申立期間②にお

ける申立人の給与支給額は、前年より１万円昇給させた 14 万円程度で、申立

期間③における給与支給額はさらに１万円昇給させた 15 万円程度であったは

ずで、標準報酬月額も昇給月である毎年１月から１万円ずつ上がっているはず

である。」との陳述により申し立てたとしている。 

しかし、申立期間当時にＡ社における厚生年金保険被保険者であった８人全

員（申立人を含む。）に係るオンライン記録を見ると、当該８人全員が３年間

にわたって標準報酬月額の増額改定が行われていない期間がある上、事情照会

で回答を得た者は、「自身の厚生年金保険の記録に不自然な点があるとは思わ

ない。」旨陳述している。 

また、Ａ社の元事業主は、申立人の申立期間②及び③当時の保険料控除額に

ついては分からないとしている上、当時の給与及び社会保険事務担当であった

者は、「申立人の申立期間②及び③における給与支給額及び保険料控除額につ

いては記憶していないが、標準報酬月額に係る届出を怠ったり、実際よりも低

い額で届け出たことはない。」と陳述している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 35年４月１日まで 

私は、中学卒業後の昭和 33 年４月１日にＣ市に所在したＡ社へ入社し、

37年３月 13日まで勤務した。 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、申立期間の

被保険者記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間の被保険者記録が無いことに納得がいかないので、申立期間につ

いて厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が卒業したＢ中学校は、「当校の記録によると、申立人の卒業年月日

は、『昭和 34年３月 19日』となっている。」と回答していることから判断する

と、申立人がＡ社に入社した時期は、昭和 34 年４月１日以降であったことが

うかがえるところ、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、所在の判明した 18人に事情照会し 12人から回答を得たが、申立人の入社

時期を明らかとする具体的な陳述は得られず、勤務実態を確認することができ

なかった。 

また、申立人は、Ａ社へ同時期に入社し、約３か月後に退職したとする同僚

の氏名を挙げているところ、上記の被保険者名簿において、当該同僚の被保険

者記録は確認できない。 

さらに、申立人は、「私は、中学校を卒業してすぐにＡ社に入社した。」と陳

述しているところ、申立期間当時、同事業所で被保険者資格を取得している複

数の同僚は、「当時、Ａ社では、新規学卒者が入社した場合、一定の技術を取

得するまでの１年ないし２年間は、試用期間として取り扱われていたので、厚

生年金保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料を控除されていなかっ



たと思う。」旨の陳述が得られたことなどから判断すると、Ａ社では、必ずし

も全ての従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなか

ったことがうかがえる。 

加えて、Ａ社は、昭和 40 年４月３日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっている上、当時の事業主は死亡しているため、申立人の申立期間における

保険料控除の状況を確認することができない。 

なお、申立人は、「申立期間中の昭和 33年 12月頃に病気で入院したが、そ

の際、Ａ社から受け取った健康保険被保険者証を使用した。」と主張している

ところ、申立人から提出された当時の「厚生年金保険被保険者証」(健康保険

との同時加入が原則)を見ると、申立人の資格取得日は昭和 35年４月１日と記

載されていることが確認できるほか、該当する医療機関は、「当時の資料を保

存しておらず、申立人に係る診療記録は不明。」と回答しているなど、申立人

主張の事実を確認することができなかった。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13162（事案 4725及び 9935の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月１日から 34年 11月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の被保険者記録が無いとの回答を受

けた。 

そこで、年金記録確認第三者委員会に記録の訂正を申し立てたが、申立期

間における勤務は確認できるものの、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが確認できず、申立ては認められない旨の通知を受け

た。 

また、再申立てにおいて、昭和 32 年３月頃に、上司から「私を厚生年金

保険に加入させる。」と言われたことを主張したが、再度認められない旨の

通知を受けた。 

今回、新たな資料は無いが、申立期間当時はＣ社に勤務していたことを思

い出したので、改めて審議の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、雇用保険の加入記録及び同僚の陳述から、

申立人のＡ社での勤務実態は確認することができるものの、Ｂ社提出の従業員

カード（写）によると、申立人の資格取得日は昭和 34年 11月１日と記入され

ている上、申立期間の保険料控除をうかがわせる事情等は見当たらないことな

どから、既に当委員会の決定に基づき、平成 21年 11月 13日付け及び 23年２

月 10日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

一方、今回、申立人は、「申立期間当時は当初に主張したＡ社ではなく、Ｃ

社で勤務していたことを思い出した。」と陳述していることから、Ｃ社に係る



健康保険厚生年金保険被保険者名簿から複数の同僚を抽出し事情照会したも

のの、申立人が同社で勤務していたとする者は見当たらず、また、当時の事業

主からも回答が得られないことから、申立人の申立期間における同社での勤務

実態を明らかとすることはできなかった。 

さらに、申立人がＣ社での上司として氏名を挙げた者は、同社における厚生

年金保険の被保険者記録が見当たらない上、同人の所在は不明であることから、

申立人の保険料控除等について事情照会することができない。 

加えて、申立人は、今回、「私と同時期に勤務していた同僚が、Ｃ社におけ

る厚生年金保険の被保険者であったことが分かった。」と主張しているものの、

申立人から、当該同僚の氏名を明らかとする陳述が得られなかったため、同人

に対して事情照会することはできず、当該主張の事実を確認できなかった。 

また、事情照会に対する回答が得られた同僚のうち、複数の者からは、「Ｃ

社は、社会保険事務を適正に処理していたと思う。申立人の加入記録が無いの

ならば、在籍者として保険料を控除するようなことは考えにくい。」旨の陳述

が得られた。 

さらに、Ｃ社に係る前述の被保険者名簿を調査したが、申立期間当時、社会

保険事務所の記録管理に不備があったことをうかがわせる事情等は見当たら

ない。 

加えて、申立人からは給与から保険料が控除されていたことを示す新たな資

料の提出は無く、保険料控除をうかがわせる新たな周辺事情も見当たらない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13163 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできないため、申立人

のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日（平成４年７月１日）及び資格喪

失日（平成４年９月１日）に係る記録を取り消すことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から同年９月１日まで 

私は、Ｆ社を退職直後の平成４年７月１日に、Ａ社に臨時社員として入社

し、同年９月１日からは正社員として７年３月 31 日に退職するまで、同社

にてＣ職として勤務した。しかしながら、日本年金機構の記録では、４年７

月１日から同年９月１日までの２か月間について、厚生年金保険の加入記録

が無く納得できない。 

給与明細書などは処分して残っていないが、当時の同僚の氏名及び寮への

入寮時期等を記憶しており、私が申立期間にＡ社に勤務していたことは間違

いなく、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間の厚生年金保険被保険者資格に係る記録については、Ｄ組

織提出の人事記録から、申立人が申立期間にＡ社の臨時社員（アルバイト）と

して勤務していたことが認められる上、同組織は、「申立人は、申立期間当時

社員寮に入っており、入寮基準から判断して、申立人の勤務日数及び勤務時間

は正社員のおおむね４分の３以上であり、給与から厚生年金保険料を控除して

いたものと思われる。」と回答していること等から、ⅰ）申立人が申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されたこと、ⅱ）事業主は、

申立期間に係る保険料の納付義務を履行していないことが認められるとして、

既に当委員会で決定したあっせん案の報告に基づき、平成 22年 11 月 16日付

けで総務大臣の年金記録に係る苦情のあっせんが行われ、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第１条第１項の規定により、資格



取得日が４年７月１日に、資格喪失日が同年９月１日に、標準報酬月額が 18

万円に訂正されている。 

しかし、当該あっせん後に、Ｂ社は、当委員会に対して、申立人と同じアル

バイトのＣ職として平成５年又は６年にＡ社に勤務していた者３人に係る人

事記録及び賃金台帳等を提出した上で、「申立期間当時、Ｄ組織では、あらか

じめ定められた雇用期間が２か月以内の者は厚生年金保険に加入させず、保険

料も控除していなかったことが分かった。申立人がアルバイトとして勤務して

いた平成４年の賃金台帳は現存していないが、提出した資料から上記のような

取扱いを行っていたことが分かる。このことから、申立人のアルバイト期間は

２か月であるので、申立人を厚生年金保険に加入させず、保険料も控除してい

なかったと思われる。」と主張し、当初の回答を変更した。 

そこで、当時、Ａ社において、Ｂ社が主張するような取扱いが行われていた

かを検証するため、同社が提出した上記３人のほか、申立期間を含む平成３年

から６年までの期間に係るアルバイトＣ職 103人の合計 106人について、その

人事記録等を確認したところ、雇用期間が２か月以内となっている 19 人全員

が、オンライン記録において同社での被保険者記録は無い上、19 人のうち賃

金台帳が現存している９人は、いずれも厚生年金保険料が控除されていないこ

とが同台帳により確認できる。 

また、申立人は、Ａ社でＣ職として同時期に勤務し始めたとする同僚二人の

氏名を挙げ、「二人も私と同じく、平成４年９月１日から正社員となることが

決まっていたが、それより前の勤務期間は臨時社員の身分であった。」と陳述

しているところ、この二人はいずれも申立人と同様に、同年９月１日からＥ共

済組合員となっているが、その前のアルバイト期間における厚生年金保険被保

険者記録は確認できない。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社では厚生年金保険法の規定に従い、

あらかじめ定められた雇用期間が２か月以内の者は厚生年金保険に加入させ

ず、保険料も控除していなかったことがうかがえ、アルバイトとしての雇用期

間が２か月であった申立人についても、厚生年金保険料は控除されていなかっ

たと推認される。 

なお、前回、あっせんの判断理由の一つとして、申立期間にＡ社で厚生年金

保険被保険者資格を有する同僚の一人が、「私のようにフルタイムで働いてい

たアルバイトは、皆、厚生年金保険に加入していた。」と陳述していることを

挙げていたが、オンライン記録によると、同人の被保険者期間は２か月を超え

る６か月であり、勤務期間が２か月であった申立人とは事情が異なっていたと

考えられる。 

これらの事実及び新たに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13164 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年８月 27日から同年９月１日まで 

Ａ社に正社員のＢ職として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無いことが、ねんきん特別便により分かった。昭和 61 年８月

は月末まで勤務していないが、同年８月の厚生年金保険料が給与から控除さ

れていたはずなので、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていたので、

申立期間もＡ社で厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしいと申し

立てている。 

しかし、Ａ社は、「当時の経理担当者は既に死亡しており、関連資料もない

ため、保険料控除の状況等は不明である。」としている上、申立期間当時の従

業員にも照会したが、退職月の給与から厚生年金保険料が多額に控除されてい

たとする者はおらず、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認することはできなかった。 

また、Ａ社が加入しているＣ厚生年金基金及びＤ健康保険組合においても、

申立人の資格喪失日は昭和 61年８月 27日と記録されている上、雇用保険の加

入記録も離職年月日は同年８月 26 日となっており、オンライン記録と符合す

る。 

さらに、厚生年金保険法第 14 条には、事業所に使用されなくなった日（退

職日）の翌日に被保険者資格を喪失すると定められ、同法第 19 条には、被保

険者資格を喪失した月の前月までを被保険者期間に算入すると定められてい

るところ、Ａ社提出の労働者名簿を見ると、申立人の退職日は申立期間より前



の昭和 61年８月 25日と記録されており、申立人も、「昭和 61年８月の給料日

にＡ社を退職した。給料日は毎月 24日又は 25日であったと思うので、同年８

月は月末まで勤務していない。」と陳述していることから、仮に、申立人が申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたとして

も、制度上、申立人は申立期間に同社で厚生年金保険被保険者となることがで

きず、同年８月は、被保険者期間にも算入されない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13165 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年４月１日から 29年３月 20日まで 

             ② 昭和 29年８月１日から 30年１月１日まで 

             ③ 昭和 31年９月１日から 32年９月４日まで 

Ａ社、Ｂ社Ｃ営業所及びＤ社Ｅ営業所に勤務していた期間（それぞれ申立

期間①、②及び③）については、脱退手当金が支給されたことになっている。

しかし、脱退手当金という制度自体を知らなかったので、脱退手当金は請求

も受給もしていない。調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶はなく、受給していな

いとしている。 

しかし、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、オン

ライン記録と一致する脱退手当金の支給記録が保険給付欄に記載されており、

その内容に不自然な点は見当たらない。 

また、オンライン記録によると、申立期間に係る脱退手当金は、Ｄ社Ｅ営業

所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和 32年 12

月 28 日に支給決定されている上、同社Ｅ営業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、申立人と同時期に脱退手当金の受給要件を満たし資格

を喪失していることが確認できる女性従業員 13人（申立人を含む。）について、

脱退手当金の支給記録を調査したところ、８人に支給記録が有り、このうち７

人が資格喪失後６か月以内に支給決定されている。 

このことに加えて、当該７人のうちの１人が、「Ｄ社Ｅ営業所に勤務してい

た時に、脱退手当金を受けた方がよいという話を同僚どうしでしていた。私の



脱退手当金の請求手続も会社にお願いしたと思う。」と陳述していることを踏

まえると、申立人についても、その委任に基づき事業主による代理請求がなさ

れた可能性が高いと考えられる。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は、申立期間である３

回の被保険者期間については同一であるが、申立期間後の被保険者期間は別の

番号となっており、申立期間に係る脱退手当金を受給したために番号が異なっ

ているものと考えるのが自然である上、当時は通算年金制度創設前であり、20

年以上の厚生年金保険被保険者期間がなければ年金は受給できなかったこと

から、申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給することに不自然さはうかが

えない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13166 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年４月頃から同年９月頃まで 

             ② 昭和 34年９月頃から 35年８月頃まで 

申立期間①はＡ社で、申立期間②はＢ社で、いずれもＣ職として勤務して

いたが、両社での厚生年金保険の加入記録が無い。 

当時の同僚の名前を覚えており、厚生年金保険にも加入していたと思うの

で、申立期間に厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人が一緒に入社したとする同僚の氏名が確認できることから、期間は

特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ａ社は、平成 16年７月 15日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっている上、申立期間当時の事業主と、同社が適用事業所ではなくなった時

に事業主であった者はいずれも連絡先不明のため、これらの者から申立人の勤

務期間及び保険料控除の状況を確認することができない。 

また、上記被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録が確認できる者

のうち、連絡先が判明した９人に照会し５人から回答を得たが、いずれの者も

申立人を記憶していないとしており、申立人が一緒に入社したとする前述の同

僚も連絡先不明のため、これらの者から申立人の勤務期間等を確認することが

できない。 

さらに、申立人は、一緒に入社したとする前述の同僚１人のほかに、同じ職

種であったとする同僚３人の名字を挙げているが、上記被保険者名簿を見ても、

当該３人の被保険者記録は確認できないことから、申立期間当時、Ａ社では、

必ずしも全ての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったこ



とがうかがえる。 

加えて、上記被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

申立期間②について、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人が記憶している同僚４人の氏名が確認できることなどから、期間は

特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ｂ社は、昭和 52年９月 26日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、申立期間当時の事業主も連絡先不明のため、これらの者から申立

人の勤務期間及び保険料控除の状況を確認することができない。 

また、上記被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録が確認できる者

のうち、連絡先が判明した 10人（申立人が記憶している同僚４人を含む。）に

照会し７人（申立人が記憶している同僚３人を含む。）から回答を得たが、７

人のうち６人は申立人を記憶していないとし、残りの１人は、「申立人の名前

に心当たりはあるが、勤務期間までは分からない。」としているため、申立人

の勤務期間を確認することができない上、回答のあった７人全員が、「申立期

間当時、全ての従業員が厚生年金保険に加入していたかどうかは分からない。」

としており、申立人が申立期間において厚生年金保険に加入していたこと、及

び保険料を控除されていたことをうかがわせる陳述は得られなかった。 

さらに、上記被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 13167 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月から 47年 12月１日まで 

             ② 昭和 58年９月から 59年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務して

いた申立期間①及び②の加入記録が無いとの回答をもらった。同社には、Ｂ

職として４回勤務し、３回目の勤務時は昭和 46 年１月、４回目の勤務時は

58 年９月にそれぞれ入社したので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 46 年１月にＢ職としてＡ社に入社し

たと申し立てている。 

しかしながら、商業登記簿によると、Ａ社は既に破産終結により消滅してい

る上、歴代の代表取締役及び取締役のうち、唯一所在が判明した元取締役は、

「私は、事務には関与していなかったので、申立人の勤務期間並びに従業員

の厚生年金保険及び退職金等の取扱いについては一切不明である。当時の事

情を知る３人の元事業主は、いずれも既に亡くなっており関連資料も残って

いない。」旨回答しており、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除

等について確認することはできない。 

また、申立人が、当時一緒に勤務したとして名前を挙げている同僚及び申立

期間に被保険者記録が確認でき所在が判明した者に対して事情照会を行った

ものの、回答を得ることができない。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録を見ると、資格取得日は

昭和 47 年 12 月１日となっており、厚生年金保険の資格取得日と一致してい

ることが確認できる。 



申立期間②について、申立人は、昭和 58 年９月にＢ職としてＡ社に入社し

たと申し立てている。 

しかしながら、上述のとおり、Ａ社は破産終結により消滅しており、唯一所

在の判明した元取締役からも、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料

控除等について確認することができない。 

また、申立期間当時に被保険者記録が確認でき所在が判明した者に対して事

情照会を行ったところ、複数の同僚から回答が得られたものの、いずれも申

立人の入社時期までは記憶しておらず、申立人の申立期間における勤務実態

及び保険料控除をうかがわせる陳述を得ることはできない。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録を見ると、資格取得日は

昭和 59年３月１日となっており、厚生年金保険の資格取得日と一致している

ことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13168 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 10月１日から 18年３月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者記録のうち、申立期間の標準報酬月

額が低くなっている。申立期間とその前後の期間において、勤務状況に変更

はなかったので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

しかしながら、Ａ社提出の平成 17年分及び 18年分の給与所得に対する所得

税源泉徴収簿で確認できる社会保険料控除額は、オンライン記録から算出し

た保険料控除額とほぼ一致しており、同社は、オンライン記録どおりの標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除していたものと認められる。 

また、申立期間当時、Ａ社で社会保険事務を担当していた理事は、「当時、

事業所の経営状態が不安定であったため、申立人から、給与の一部をしばら

く会社に預けた形にしてもらってもいいとの申入れがあった。申立人の善意

により、申立人には一時的に給与から 10万円を差し引いた額を支払っていた

が、事業所としては未払賃金が発生したことになるので、社会保険労務士の

指導により、申立人の基本給を引き下げることにした。」旨陳述している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13169 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 11 年 10 月１日から 13 年１月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成 13年１月１日から 14年 12月 21日までの期間

について、申立人の当該期間に係る標準報酬月額の記録訂正を認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 10月１日から 14年 12月 21日まで 

私は、申立期間当時、Ａ社において代表取締役として 35 万円ぐらいの給

与をもらっていたが、年金事務所の記録によると、標準報酬月額が９万

2,000円及び９万 8,000円になっている。調査の上、標準報酬月額を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 11 年 10 月１日から 13 年１月１日までの期間につい

て、Ａ社は、14 年 12 月 21 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間に係る賃金台帳等の資料は残っていないことから、申立人の当

該期間に係る給与支給額及び保険料控除額について確認することができない。 

また、当該期間のＡ社において、被保険者として記録が有るのは、申立人の

ほかには一人のみであり、同僚等からも申立人の当該期間に係る給与支給額

及び保険料控除額について確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



申立期間のうち、平成 13年１月１日から 14年 12月 21日までの期間につい

て、申立人が所持する 13 年及び 14 年の給与所得に対する所得税源泉徴収簿

から確認できる報酬月額及び保険料控除額のそれぞれに見合う標準報酬月額

については、いずれも、オンライン記録の標準報酬月額を上回る額となって

いる。 

一方、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判

断しているところであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者

（申立人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していな

いことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記

録訂正の対象とすることはできない旨規定されているところ、ⅰ）商業登記

簿の記録によると、申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役であり、か

つ、社会保険事務所（当時）の記録でも申立人が事業主とされていること、

ⅱ）同社は、平成元年７月１日に厚生年金保険の適用事業所となり 14 年 12

月 21日に適用事業所ではなくなるまでの間、被保険者としての記録が有るの

は申立人のほかには一人のみである小規模な事業所であることからすると、

代表取締役である申立人が、社会保険及び給与計算事務に全く関与していな

かったとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立期間当時、Ａ社の代表取締役であった申

立人は、特例法第１条第１項ただし書の規定に該当する者と認められること

から、申立期間については同法に基づく記録訂正の対象とすることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 13170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月１日から 57年２月 11日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よりも低く記録されていることが

分かった。 

年金事務所の記録では、Ａ社に入社した昭和 49 年４月から同年７月まで

の標準報酬月額は、７万 2,000円と記録されているが、３か月間の新入社員

研修を終えて、同社Ｂ支店に配属になった頃の給与額は手取額で 10 万円は

あったし、会社から紹介された住居の家賃が控除されていたので、14 万円

程度の基本給が支給されていたはずである。約８年間在籍した同社では、毎

年、給与額のベースアップもあったので、調査の上、申立期間の標準報酬月

額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額が実際の給与支給額より

も低く記録されていると申し立てている。 

しかし、Ａ社は、｢申立期間当時の人事記録及び賃金台帳等が残存しないた

め、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額は不明であ

る。｣旨回答している上、申立人が申立期間当時の経理担当部長として名前を

挙げた者も、｢私は、昭和49年から57年までＡ社Ｂ支店の経理責任者であった

が、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額は分からな

い。｣旨陳述している。 

また、申立人と同じ昭和 49 年に被保険者資格を取得していることが確認で

きる複数の元従業員及び申立人が自身の１年先輩の同僚であったと記憶する

者に照会し、７人から回答を得たところ、申立人と同期入社とする２人は、「Ａ



社での月々の給与額と厚生年金保険の標準報酬月額が違っているとは感じて

いない。｣旨陳述しているほか、事実に反して自身の標準報酬月額が低く記録

されている旨回答している者はいない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、被保険者

資格の取得日が申立人と同じ昭和 49年４月１日であり、申立人と同じ 26年生

まれの男性４人（申立人の同期入社の同僚とする前述の２人を含む。）の資格

取得時の標準報酬月額は、申立人と同額の７万 2,000円であることが確認でき

る上、当該４人の申立期間における標準報酬月額の推移と比較して、申立人の

標準報酬月額のみが著しく低額となっている状況もうかがえない。 

加えて、申立人と同期入社したとする前述の二人のうちの一人は、「申立期

間当時の給与明細書等は残していないが、当時の給与額及び厚生年金保険料控

除額は、年金事務所から送付された通知に記載された標準報酬月額及び保険料

額程度であったと思う。」旨陳述している。 

また、前述の被保険者名簿において、申立人及び前述の同僚４人の標準報酬

月額の訂正及び遡及減額等の不自然な処理が行われた事跡は認められない。 

さらに、Ａ社が加入するＣ厚生年金基金が提出した申立人に係る加入員台帳

において、同基金での申立人の申立期間における報酬標準給与月額の記録は、

オンライン記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を推認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 13171（事案 4733及び 10031の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年３月５日から同年 12月 23日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社（現在は、Ｂ社）での申立期間の標準報酬月額が１万 6,000円と記録され

ている旨の回答を受けた。しかし、同社では、毎月、３万円の給与が支払わ

れていたので、年金記録確認第三者委員会に年金記録の訂正を申し立てたが

認められなかった。 

そこで、前回、初回の申立て時にも主張したように、私は、特殊な仕事を

していたので入社時から３万円の給与を支給されていたのに、元従業員の聴

取調査だけで結果を出した初回の審議結果には納得できないとして、記録訂

正を再度申し立てたが、認められなかった。 

今回、申立期間当時の友人であり、私にＣ職に係る業務を教えてくれた義

弟が、私の給与額等を覚えているはずであり、申立期間当時の状況について

証言するので再審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、申立人と同一日に被保険者資格を取得し年齢及び性別も

同じである 17人の元従業員のうち、営業職であった２人を除く 15人の資格取

得時の標準報酬月額を見ると、申立人と同じ１万 6,000円と記録されているこ

とが確認できること、ⅱ）上記従業員のうち、申立人と同期入社であり年齢及

び職種が同じ同僚は、「私の初任給は、１万 5,000 円であった。Ｃ職で初任給

が３万円というのは考えられない。」と陳述していること、ⅲ）Ｂ社は、申立

期間当時の賃金台帳等の資料を保管していないため、申立人の申立期間におけ

る報酬月額及び保険料控除額について確認することはできないこと等から、既



に当委員会の決定に基づき、平成 21年 11 月 13日付けで年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

また、申立期間に係る再申立てについては、申立人から新たな資料及び情報

の提出は無く、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見

当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき、平成 23年２月 18日付け

で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間当時の友人であり、Ｃ職に係る業務を教えてくれ

たとする義弟が申立期間当時の状況について証言するので、再審議してほしい

旨申し立てている。 

しかし、申立人の義弟及びその妻（申立期間当時、申立人と同居していた申

立人の妹)に文書照会を行ったものの、いずれの者からも回答を得ることがで

きず、申立人の申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額等を確認

することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が入

社した昭和 39 年３月時点の標準報酬月額が３万円以上であることが確認でき

る元従業員のうち、所在が判明した 13 人に文書照会を行ったところ、８人か

ら回答があったが、申立人が申立期間に３万円の給与を受け取っていた旨回答

した者はいない上、回答のあった者のうち、申立人と同じ同社Ｄ営業所に勤務

し、申立期間当時はＣ職主任だったとする元従業員は、「３万円もの初任給が

もらえるのは、相当な実務経験がある者であり、高卒の新入社員で特別な扱い

を受けている者はいなかった。」旨陳述している。 

さらに、申立人は、「私は、Ｃ職に係る資格は持っていないが、Ｅ業務を身

に付けており、面接の際、それらのことを当時の事業主に評価されたので、同

期入社の同僚より特別な待遇を受け、申立期間に３万円の給与を受け取ってい

た。」旨陳述しているが、前述の元従業員は、「Ｅ業務ができるのは、相当な実

務経験者又はＣ職に係る資格の取得者であり、高卒の新入社員はそのような仕

事を任せてもらえなかった。当時の事業主に評価されたからと言って、それだ

けで給与は上がらない。」旨陳述している。 

加えて、前述の被保険者名簿において、申立人の資格取得日の１年前（昭和

38 年３月５日)に資格を取得していることが確認できる 27 人のうち、前回申

立て時に照会を行った者を除く 11 人に文書照会を行ったところ、回答があっ

た７人のうちの２人は、「初任給３万円は高すぎる。」旨回答している上、その

うちの１人は、「当時、３万円の給与を受け取っていたのは、課長級以上の者

だった。」旨回答しているほか、初任給として３万円の給与額を受けるような

者がいた旨回答している者はいない。 

また、厚生労働省の「昭和 39年賃金構造基本統計調査報告第５巻（昭和 40

年３月 31日発行、労働大臣官房労働統計調査部編集）」によると、Ｃ職（男）

のうち、18才から 19才までの経験年数０年の労働者 1,965人の「平均月間き



まって支給する現金給与額」は、１万 4,200円であることが確認できる。 

さらに、Ｂ社に再度照会したものの、同社は、「当社は、合併等を繰り返し

て現在に至っており、申立期間当時の資料等は現存していないため、申立人の

報酬月額及び厚生年金保険料控除額は確認できないが、当社は、年金事務所の

記録どおりの申立人の標準報酬月額に相当する報酬月額を届け出し、当該標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を申立人の給与から控除していたと考えら

れる。」旨回答している。 

このほか、今回、申立人からは、新たな資料等の提示はない上、申立期間に

ついて、申立人が主張する給与支給額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 


